
四

古
典
古
代
に
於
け
る
法
の
抵
触
に
就
て

l
iー
ホ
メ
ロ
ス
の
時
代
か
ら
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
文
化
の
終
濡
ま
で

i
l
'井

哲

夫

序

説古
代
世
界
に
於
け
る
『
法
の
抵
触
』
問
題
研
究
の
必
要
性

『
国
際
私
法
』
(
仏
円
。
芹
山
口
仲
買
ロ
注
目
。
ロ
乱
耳
目
4
m
)

と
一
玄
う
言
葉
が
我
々
の
眼
前
に
登
場
し
て
か
ら
、
未
だ
僅
か
に
一
世
紀
余
に
過
ぎ
な

い
と
し
て
も
、
『
法
の
紙
触
』
に
関
す
る
諸
問
題
が
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
に
貯
げ
る
法
の
進
化
の
過
程
に
訟
で
、
ど
の
様
に
形
成
さ
れ
、

発
展
し
て
来
た
か
を
考
察
す
る
事
は
、
斯
学
の
研
究
に
静
け
る
一
の
重
要
課
題
で
あ
る
事
は
一
言
う
ま
で
も
な
い
。

そ
し
て
、
グ
ロ

l
ツ
が
捧
げ
た
あ
の
熱
烈
な
賛
辞
「
生
き
生
き
と
し
て
、
自
由
自
在
で
、
聞
も
、
心
の
篭
っ
た
』

(
Jぞ
ωロ
ゲ
ロ

σ
E
h即

日

mw

S
E
E
-
)
を
侯
つ
ま
で
も
な
く
、
ギ
リ
シ
ャ
法
(
即
ち
、
ア
テ
ナ
イ
の
法
を
中
心
と
し
た
各
ポ
リ
ス
の
法
)
を
研
究
す
る
事
が
、
我
々
に

対
し
て
、
国
際
私
法
学
へ
の
第
一
の
門
を
開
く
事
と
な
る
。
本
稿
は
、
正
に
そ
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
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第
一
節

古
代
に
於
け
る
外
国
人
の
法
的
地
位

概

説

『
法
の
抵
触
』
の
問
題
を
述
べ
る
に
先
立
っ
て
、
我
々
は
先
ず
、
『
古
代
に
斡
け
る
外
国
人
の
法
的
地
位
』
に
就
て
一
言
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
時
代
に
が
て
は
、
紙
触
問
題
よ
り
も
外
人
法
の
問
題
の
方
が
、
よ
り
重
要
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

古
代
に
於
て
は
、

一
般
に
『
法
』
は
『
市
民
』

の
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
『
外
国
人
』
が
そ
れ
に
基
く
権
利
を
事
有
す
る
事
は

出
来
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
従
っ
て
、
外
国
人
の
婚
姻
は
認
め
ら
れ
ず
、
所
有
権
も
取
得
す
る
に
由
無
く
、
裁
判
所
に
自
己
が
蒙
っ

た
損
害
の
賠
償
を
求
め
る
訴
を
提
起
す
る
事
も
出
来
な
か
っ
た
。

ブ
ュ
ス
テ
ル
・
ド
ゥ
・
ク
ウ
ラ
ン
ジ
ュ
に
従
え
ば
、
古
代
社
会
は
、
そ
の
基
礎
を
宗
教
に
置
く
が
放
に
、
そ
の
宗
教
を
共
に
し
な
い
外

国
人
は
、
同
一
の
法
を
分
か
ち
合
う
事
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
就
て
、
例
え
ば
ジ
ャ
ル
デ
は
、
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。

「
ギ
リ
シ
ャ
人
の
眼
に
は
、
野
蛮
人
ど
も
は
、
単
に
余
所
者
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
劣
等
の
存
在
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ャ
人
と
蛮
族
と
の

間
に
は
、
人
間
と
動
物
と
の
聞
の
そ
れ
に
劣
ら
ぬ
差
異
が
あ
る
と
イ
ソ
ク
ラ
テ
ス
も
言
っ
て
い
る
。
ギ
リ
シ
ャ
人
の
優
越
性
こ
そ
が
彼
ら

に
権
利
を
保
障
す
る
の
だ
。
奴
隷
の
自
由
人
に
対
す
る
如
く
に
、
蛮
族
が
、
ギ
リ
シ
ャ
人
に
服
従
す
る
の
は
、
当
然
且
つ
正
当
な
事
で
あ
る
。

そ
の
聞
に
は
、
如
何
な
る
友
情
も
存
し
得
、
ず
、
寧
ろ
果
て
し
な
き
戦
い
が
有
る
の
み
だ
。
そ
れ
故
、
両
者
の
間
に
共
通
の
尺
度
を
求
め
る

古
典
古
代
に
が
け
る
法
の
抵
触
に
就
て

七



二
八

べ
き
で
は
な
く
、
ギ
リ
シ
ャ
人
が
人
類
に
共
通
な
不
文
の
法
を
援
用
す
る
と
き
に
は
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
、
ギ
リ
シ
ャ
人
に
の
み
関
す
る

の
で
あ
る
。
:
:
:
ホ
メ
ロ
ス
の
詩
の
時
代
に
は
、
海
賊
行
為
も
、
普
通
法
上
許
容
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
罰
せ
ら
れ
る
の
は
、
市
民
に
対

し
て
為
さ
れ
た
場
合
に
限
ら
れ
、
外
国
人
を
対
象
と
す
る
と
き
に
は
、
適
法
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
名
誉
な
事
で
さ
へ
あ
る
。
そ
れ
は

狩
猟
や
漁
携
以
上
で
も
以
下
で
も
な
い
、
正
当
な
生
活
手
段
な
の
で
あ
る
。
」

し
か
し
、
ギ
リ
シ
ャ
語
に
於
て
「
ク
セ
ノ
ス
」

(mpoq)
と
は
、
元
来
は
『
友
人
』
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

と
っ
て
は
『
他
国
の
方
、
ま
た
乞
巧
人
は
、
全
て
ゼ
ウ
ス
が
お
遣
わ
し
の
者
』
な
の
で
あ
っ
た
。

ホ
メ
ロ
ス
に

そ
こ
か
ら
、
外
国
人
を
保
護
(
同
時
に
監
督
)
し
、
こ
れ
を
歓
待
す
る
た
め
に
、
ア
テ
ナ
イ
で
は
『
外
国
人
担
当
官
』
(
さ
か

A
V
E
-
が

任
命
さ
れ
る
に
至
っ
た
事
は
、
ホ
メ
ロ
ス
の
詩
に
よ
っ
て
有
名
で
あ
る
。

ア
テ
ナ
イ
は
、
他
の
諸
都
市
と
条
約
を
締
結
し
て
、
外
国
人
に
私
権
の
全
部
又
は
一
部
の
享
有
を
承
認
し
た
。
勿
論
、
こ
の
様

宇品、た、

な
条
約
が
古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
診
て
可
能
で
あ
っ
た
の
は
、
各
都
市
国
家
が
、
同
一
の
言
語
と
同
種
の
文
明
に
よ
っ
て
緊
密
に
結
合
さ
れ
て

い
た
か
ら
で
あ
る
事
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

ア
テ
ナ
イ
に
は
又
『
外
国
居
留
民
』
(
忘

g
S
E
)
と
呼
ば
れ
る
外
国
人
の
カ
テ
ゴ
リ
ィ
が
存
在
し
、

の
私
権
を
事
有
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
。

ア
テ
ナ
イ
に
住
所
を
構
え
、
若
干

し
か
し
、
こ
れ
等
ギ
リ
シ
ャ
法
の
詳
細
を
叙
述
す
る
に
先
立
っ
て
、
我
々
は
先
ず
、
グ
レ
コ

l
ロ
マ
ン
世
界
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る

古
代
社
会
の
法
に
就
て
一
瞥
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
1
)

切
〉
叶
弓

gFmw同

F
E〉
自
何
一
。
℃
-n伊

丹

-h。・少閑
y
吋
ホ
メ
ロ
ス
の
時
代
に
は
、
原
則
と
し
て
外
国
人
は
知
何
な
る
権
利
も
有
し
な
か
っ
た
か

ら
(
の
〉
c
u
g白
吋
一
」
ロ
住
吉
片
山
0
5
号

E
F
E
S
a
s
k
.
-
N
O
E
-
-
E∞
N・
5
・
呂
町
七
-EH)
法
的
な
保
護
を
悉
く
奪
わ
れ
(
H
F
・
-
戸
宏
∞
一
「
卑
し



uv 

い
極
み
の
寄
寓
者
の
は
う
。
」
)
奴
隷
と
し
て
売
却
さ
れ
る
事
さ
へ
あ
っ
た
。

(cpw
凶

upω
∞
N1ω
一
「
そ
の
客
人
達
を
擢
鹿
の
多
い
船
へ
拠
り
込

Mm 

み
、
シ
ケ
ロ
イ
人
ら
の
と
こ
へ
送
っ
て
や
ろ
う
じ
ゃ
な
い
か
、
そ
れ
相
応
の
値
で
売
れ
よ
う
ぜ
。
」
)
(
呉
茂
一
訳
)

(
2
)

ヲ
』
印
丹
市
】
号
。
o
d
F〉
Z
の
何
∞
一
似
合
円
、
担
円
志
向
ロ
昨
日
門
山
口
m
J
N∞
。
怠
z
冨
立
-MYMM由
民
的
己
目
〈
・
「
市
民
と
し
て
の
資
格
は
、
都
市
の
祭
紀
に
あ
ず
か

る
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
私
権
と
公
権
は
、
す
べ
て
こ
の
祭
舵
へ
の
参
加
か
ら
生
じ
た
。
若
し
祭
犯
を
捨
て
れ

ば
、
同
時
に
す
べ
て
の
権
利
を
捨
て
る
の
で
あ
っ
た
。
(
℃
-NNe--:::
・
古
代
の
市
民
を
も
っ
と
も
本
質
的
な
属
性
に
よ
っ
て
定
義
す
る
な
ら
ば
、

都
市
の
宗
教
を
所
有
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
都
市
と
同
じ
神
々
を
ま
つ
る
も
の
で
あ
る
。
(
匂
・
MM吋
)
・
:
:
:
:
こ
れ
に
反
し
て
、

外
国
人
と
は
祭
犯
に
近
付
く
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
も
の
で
、
都
市
の
神
々
の
保
護
を
う
け
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
神
々
を
祈
願
す
る
権
利
さ
へ

持
た
な
い
。
国
家
の
神
々
は
自
国
の
人
民
が
捧
げ
る
祈
穏
や
供
物
し
か
欲
し
な
か
っ
た
。
(
司
-NN叶
I
N
M
g
j
i
-
-
-
か
よ
う
に
し
て
、
宗
教
は
市
民

と
外
国
人
と
の
聞
に
消
す
こ
と
の
で
き
な
い
深
い
差
別
を
も
う
け
た
が
、
こ
の
宗
教
は
ま
た
人
身
に
権
威
を
ふ
る
っ
て
い
る
あ
い
だ
は
、
外
国

人
に
も
市
民
権
を
与
え
る
こ
と
を
拒
ん
だ
J

6
・MM∞
)
(
周
辺
貞
之
助
訳
)

(
3
)

』
〉
河
口
伸
一

ρ由同
2
5注
目
。
ロ
仏
ロ
℃
き
円
v
k
m
5
n
3
L
S
ω
七・
ω定
そ
の
他
門
〉
、
コ
wFF〉
z
f
a
A
}
門
出
号
宮
古
g
g
s
uロ即日巾間対日
4
間同
0
5
}】噂

同
口
氏
門
出
。
z
n
u
w
J
E∞
Mw
℃・日間
N
O
V
M
w
m
D
R
F巾
的
自
公
巾
ぬ
cmm
担
任
問
ロ
山
吉
田
J
H
S
ω
(吋
白
℃
ユ
ロ
同
包
・
5
3
)
・
℃
・
誌
な
ど
。

(
4
)

同ω。
5
2
4一
忠
一
一
×
〈
二
N
S
(吋
a
g
m仲
間
ぴ
広
三
件
『
白
色
口
一
昨
宮
吋
冨
〉
4
5明白一
R
H
E
n
g丹巾一己目的
ncc吋
出
ト
呂
田
N
O
E
-
-
E日夕

U-H2)
「
事
実
、

諸
君
だ
け
が
、
他
を
凌
駕
し
、
打
ち
勝
つ
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
戦
争
の
準
備
に
よ
っ
て
で
も
な
く
、
最
高
の
鑑
法
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
も
諸

君
の
祖
先
が
遺
し
た
諸
法
を
遵
守
し
て
い
る
か
ら
で
も
な
く
、
人
間
性
を
他
の
動
物
の
上
に
、
ギ
リ
シ
ャ
人
を
野
蛮
人
の
上
位
に
置
く
特
徴
に

よ
っ
て
で
あ
る
。
」
(
意
訳
)

(
5
)
J
ミ
さ
v
q
Eも
か
ら
叶
向
h
q
E
Z
q
E
が

E
ミ
同
叶

NO∞
m
h
N
q
o
N
S
ミ
E
き
工
向
。
急
qh叶
q
・2
N
3
3

品
事

NHa
叫
向
ョ
出
。
自
由
円
。
曲
一

HA.

。円凶回、師
mm巾
・
〈
戸

NC吋
lNC∞(、吋巾凶丹市

m
g
E
F
一
色
丹
吋
陣
内
凶
三
件
沼
田
吋
∞
mHNi〉悶
0
・
件
付
印
。

m
p噂回世間
F

目

y=出)
な
お
ョ

ohv、
『
何
回
同
〉
一
閃
印
吋
l印∞

(問。
S
2
0回
一
。
仏
可
-arw
何
回
〈
"
印
吋
l
g・
-
協
同
区
河
UL--F
印。

m
p
w
s
g・
u-
口
ω)
「
渡
来
の
客
は
、
乞
食
に
し
ろ
、
全
て
ゼ
ウ
ス
が
お
遣
わ
し
の

者
」
(
呉
茂
一
訳
)
も
同
文
。

古
典
古
代
に
於
け
る
法
の
紙
触
に
就
て

九



。

(
6
)

吋
〈
刷
出
の
何
百
回
一
。

-maロ
宮
公
ωロ
m
g
ω
m問
符
一
色
市
田
い
州

2
・
5
8・
℃
・
∞
吋
∞
「
古
代
、
ギ
リ
シ
ャ
に
が
け
る
外
国
人
の
地
位
は
、
既
に
ホ
メ
ロ
ス

に
訟
で
、
ィ
I
リ
ア
ス
に
、
更
に
は
オ
デ
ユ
ツ
セ

i
に
明
ら
か
な
如
く
、
外
国
人
に
対
し
て
極
め
て
友
好
的
な
精
神
に
満
ち
て
い
る
。
勿
論
、

そ
れ
は
法
律
的
な
根
拠
に
は
な
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
道
徳
に
深
く
根
ざ
し
て
、
宗
教
的
な
強
制
に
よ
っ
て
強
め
ら
れ
た
も
の
で
、
ク
セ
ニ
オ
ス
・

ゼ
ウ
ス
へ
の
崇
敬
を
通
じ
て
、
疑
う
余
地
が
な
い
程
に
表
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
興
味
深
い
事
に
は
、
外
国
人
を
意
味
す
る
ク
セ
ノ
ス
の
語

は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
語
で
は
常
に
友
人
を
意
味
し
た
。
(
円
日
仏
内
在

γ
ω
2
2
一由。

ma-wsg¥凶
2
2
3
)
他
方
、
こ
れ
に
対
応
す
る
ラ
テ
ン
語
の

d
g江
田
ョ
は
、
外
国
人
と
『
敵
』
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。
」

ジ
ヤ
ル
デ
に
従
え
ば
(
】
〉
河
口
問
一

O
H
u
n
-
?
唱円
Y
2
0
)

ア
テ
ナ
イ
は
、
小
さ
な
商
業
都
市
で
あ
っ
た
の
で
、
ス
パ
ル
タ
よ
り
も
外
属
人
に
好
意

的
で
、
前
四
五
一
年
ペ
リ
ク
レ
ス
の
提
案
に
よ
り
、
ア
テ
ナ
イ
市
民
権
を
両
親
と
も
ア
テ
ナ
イ
人
た
る
者
の
子
に
限
る
事
が
決
議
さ
れ
る
ま
で
、

外
国
人
と
の
婚
姻
が
許
さ
れ
た
。

(
7
)

〉
C
E
Z
H
W
4
1
H
A協
同
門
担

n
g
仏
ロ
与
さ
昨

5
g
g
m昨
日
。
ロ
即
日
仏
出
口
∞
己
目
一
色
巾
え
で
。
仏
苫
印
巾
J
H
N同
司

-m品川口
-am弘
司

-EZ}ロ
グ
レ
申
H
P
℃・
8
i
ω
叶
「
縦

令
外
国
人
で
あ
っ
て
も
、
歓
待
(
y
o
笹山

gEm)
さ
れ
る
権
利
が
あ
り
、
外
国
人
を
歓
待
す
る
事
は
神
聖
な
義
務
で
さ
へ
あ
っ
た
『
他
国
か
ら
来

た
客
人
と
か
、
祈
願
者
と
か
云
う
の
は
、
兄
弟
と
も
話
相
倣
さ
れ
る
の
だ
、
士
分
に
と
っ
て
は
な
、
縦
令
少
し
し
か
分
別
を
見
せ
ぬ
も
の
で
あ
ろ

う
と
。
』

S
P
-〈
呂
、
官
φ
閉
会
一
呉
茂
一
訳
。
以
下
問
じ
。
)
他
国
の
者
、
貧
し
き
者
は
、
ゼ
ウ
ス
よ
り
遣
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
(
。
仏

-K戸

N

ミ
a
N
O
∞い
M
H
J
1

唱可

-g)そ
れ
を
受
け
容
れ
る
事
を
拒
む
者
は
『
心
優
し
き
ゼ
ウ
ス
』

(
N
も
q
V
E
h£
・
)
の
怒
り
を
か
う
事
を
、
怒
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
「
(
O仏・い
u
p
N
叶
争
当
日
)
『
も
と
も
と
ゼ
ウ
ス
は
願
人
や
渡
来
の
者
一
の
庇
護
神
と
し
か
〈
渡
来
人
の
〉
と
呼
ば
れ
、
他
処
か
ら

V
A
h
 

来
た
、
み
な
同
等
に
犠
理
あ
る
者
を
お
護
り
で
す
か
ら
。
』
(
。
P
K
Hぐ
し
凶
器
'
N
宏
)
吋
王
は
、
彼
等
を
制
止
な
さ
っ
て
、
主
客
の
義
を
護
る
ゼ
ウ

ス
の
怒
り
を
恐
れ
、
俸
り
で
し
た
。
取
り
分
け
(
外
来
者
へ
の
)
慈
行
を
そ
の
神
様
は
お
憎
み
な
の
で
ニ
(
。
仏
よ
〈

h
h
a
t∞
)
系
ー
死
身
に
お
わ

す
神
々
さ
へ
も
、
お
ろ
そ
か
に
は
な
さ
ら
ぬ
と
か
、
人
間
で
も
、
流
浪
の
は
て
に
、
制
御
前
に
救
い
を
求
め
て
来
ま
し
た
時
は
。
』

そ
の
他
。
a-Mハ
コ
ア
ω∞∞・
ω
∞喧一一
M
M
Q
N
∞
な
ど
。
」

(
8
)

こ
の
条
約
は

:
t
o℃
三
官
、
条
約
と
呼
ば
れ
て
居
り
、
そ
れ
に
よ
り
利
益
を
享
受
す
る
者
は
;
ぷ

8
3
L
F向
何
?
と
言
わ
れ
た
。
(
凶
〉
吋
匂
旬
。
F

巾
同
戸
〉
の
〉
閉
山
口
開
一
O
匂・円山叶
-bo-H0
・円}・∞や)



(9)

レ
ヴ
ア
ル
ト
は
、
こ
れ
等
の
条
約
の
中
に
は
、
裁
判
管
轄
権
や
訴
訟
手
続
、
更
に
は
準
拠
法
に
関
す
る
事
項
ま
で
定
め
た
も
の
が
あ
る
と

述
べ
て
い
る
o
p
Eタ
pvu
一。
Mynpb-Sω
ム
N
印
)

(
叩
)
∞
〉
口
明
司
O
F
2
H
L
5
〉河口開一
O
℃
・
門
伊
丹
-
b
0
・
5
b
・
由
と
も
に
モ

l
Jゼ
の
律
法
に
そ
の
甘
務
礎
を
置
く
が
故
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
と
ユ
ダ
の
雨
王
国

に
就
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
(
∞
〉
、
口
明
明
。
戸
弘
行
〉
の
〉
河
口
開
一
目
。
n-nx・)

(
日
)
そ
の
数
は
、
約
四
万
と
言
わ
れ
て
い
る
。
(
。
〉
C
U
何F
B
A
，一。匂
-
n
w
h
o
-
H
S
b
-
E吋)

(
ロ
)
司
外
国
居
留
民
』
は
、
商
業
に
従
事
す
る
事
は
出
来
る
が
、
ア
テ
ナ
イ
女
性
と
結
婚
す
る
事
は
出
来
ず
、
不
動
産
の
取
得
は
禁
止
さ
れ
、

遺
言
に
よ
り
権
利
を
取
得
し
又
は
授
与
す
る
事
も
許
さ
れ
な
い
。
彼
等
の
訴
訟
は
、
専
任
の
裁
判
官
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
。
(
∞
〉
、
コ
司
司
。
H
h
m
洋

円、〉の〉河口開一
C
H
M
-
n
芹
-vHY
山Y
ロ
。
宮
川
町
)

(
日
)
冨
C
Z
H
何回

p
n〉
河
口
〉
∞
口
〉
a

H

Y

曲
∞
何
回
州
、
吋
¥
民
放
さ
町
内
含
閉
山
口
由
片
山
片
岡
注
目
。

E
R仏
2
同曲目片山山田
o
n
UロM
ぺ
J

H

U
日

mw
ロ0
・Y
℃
・
=

古
代
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
に
於
け
る
外
国
人
の
法
的
地
位

古
代
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
に
捨
て
外
国
人
が
如
何
な
る
法
的
地
位
に
あ
っ
た
か
は
、
資
料
の
不
足
の
故
に
確
言
す
る
事
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ

の
点
に
関
す
る
立
法
資
料
は
一
切
無
く
、
実
務
文
書
も
間
接
的
な
資
料
を
提
供
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
即
ち
、
こ
れ
等
の
文
書
に
、
証
人
と

し
て
外
国
人
の
氏
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
事
に
よ
っ
て
、
云
々
の
時
期
に
、
云
々
の
地
域
に
、
外
直
人
が
多
数
居
住
し
て
居
り
、
証
人
と

な
る
事
の
出
来
る
自
白
人
と
し
て
処
遇
さ
れ
て
い
た
と
云
う
事
実
を
、
単
に
推
測
せ
し
め
る
の
み
な
の
で
あ
る
。

紀
元
前
三
千
年
期
に
な
っ
て
も
、
シ
ュ
メ

i
ル
及
び
ア
ッ
カ
ド
の
都
市
国
家
は
、
他
の
点
に
関
し
て
は
豊
富
な
史
料
を
提
供
し
な
が
ら
、

こ
の
点
に
関
す
る
十
分
な
資
料
を
残
し
て
い
な
い
か
ら
、
専
ら
史
的
言
語
学
に
頼
る
他
は
な
い
が
、
シ
ュ
メ

i
ル
語
に
捨
て
も
ア
ツ
カ
ド

の
概
念
が
結
合
さ
れ
て
い
た
事
は
確
か
で
あ
る
。

語
に
訟
で
も
、
『
外
国
人
』

の
概
念
と
「
敵
』

古
典
古
代
に
妙
け
る
法
の
紙
触
に
就
て



シ
ュ
メ

i
ル
粧
に
訟
で
は
、
[
ど
か
K
U
P
F
(外
国
人
)
と

[
E
P
B
A
n
k
d
〈
敵
)
の
二
つ
の
言
葉
は
、
模
の
交
叉
の
角
度

が
幾
分
異
な
る
に
過
ぎ
な
か
っ
航
。
そ
し
て
、
シ
ュ
メ
ー
ル
人
に
と
っ
て
、
模
の
交
叉
は
敵
意
乃
至
勘
気
を
意
味
し
た
の
で
あ
記
。

先
ず
、

ア
ッ
カ
ド
語
に
捨
て
は
『
他
人
』
(
包
ぽ
ロ

g)を
意
味
す
る
臥
〆
ぽ
0
・
・
の
語
が
「
敵
』
と
云
う
意
味
に
ま
で
拡
張
し
て
用
い
ら
れ
た
が
、

こ
れ
と
は
別
に
ε
ロ
ω
E円
ベ
と
一
耳
う
語
こ
そ
は
、
正
に
『
敵
、
相
手
方
』
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。

次
に
、

古
典
時
代
(
紀
元
前
二
千
年
期
の
初
頭
に
胎
け
る
イ
シ
ン
及
び
ラ
ル
サ
王
朝
並
び
に
前
一
八
世
紀
初
頭
の
ハ
ム
ラ
ピ
の
治
世
)
の
諸
法

典
に
も
、
外
国
人
の
法
的
地
位
に
関
す
る
規
定
は
存
し
な
い
が
、
法
文
の
規
定
を
検
討
す
れ
ば
、
多
く
の
事
が
明
ら
か
に
な
る
。

こ
の
時
代
の
外
国
人
は
、
所
謂
『
下
級
平
民
』
(
宮
島

w
E
z
g
)
と
し
て
処
遇
さ
れ
、
『
自
由
市
民
』
(
邸
宅
P
S
)
と
『
奴
隷
』

(dg&gHM)

メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
社
会
の
第
三
階
級
を
構
成
し
て
い
た
。

と
の
聞
に
位
置
す
る
、

彼
等
の
身
分
が
「
自
由
市
民
』
よ
り
も
劣
位
に
畳
か
れ
た
理
由
は
、
恐
ら
く
、
彼
等
が
『
単
な
る
居
住
者
』
に
過
ぎ
な
か
っ
た
点
に
求

め
ら
れ
よ
う
。

し
か
し
、
『
下
級
平
民
』
と
雄
も
矢
張
り
『
下
級
の
』
自
由
人
だ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
家
族
を
持
ち
、
動
産
・
不
動
産
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
る
財
産
を
所
有
す
る
事
が
出
来
た
訳
で
か
〉
る
意
味
に
於
て
、
文
字
通
り
、
権
利
の
主
体
と
な
り
得
た
。

ま
た
、
『
下
級
平
民
』
は
、
刑
罰
の
適
用
(
正
確
に
は
、
賠
償
金
の
額
)
に
当
っ
て
『
自
由
市
民
』
と
差
別
さ
れ
る
に
留
ま
り
社
会
的
身

分
の
差
が
婚
姻
の
障
害
と
な
る
事
も
な
か
っ
た
。

こ
の
頃
、
特
権
を
有
す
る
外
国
人
と
し
て
、

カ
ッ
パ
ド
キ
ア
の
ア
ッ
シ
リ
ァ
人
入
植
者
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
カ
ネ
シ
ュ

(
食
岡
山
口
-
O
W
3
)

の
ア
ッ
シ
リ
ァ
人
商
屈
は
、
全
て
市
外
に
あ
っ
て
、
一
種
の
特
別
地
域
と
な
っ
て
居
り
、
彼
等
は
、
同
国
人
に
よ
っ
て
構
成
さ



れ
る
裁
判
所
(
W
曾
ロ
自
)
の
裁
判
を
受
け
る
特
権
が
あ
っ
た
。
勿
論
、
現
地
人
に
対
し
て
自
己
の
権
利
を
主
張
す
る
た
め
に
は
、
現
地
の
裁

判
所
に
出
訴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
ヵ

l
ル
ム
(
な

}
$
2
5
3
)
裁
判
所
の
判
決
に
不
服
な
者
が
、
土
侯
の
裁
判
所
に
控
訴
し
た
例

も
あ
る
。

更
に
、
紀
元
前
二
千
年
期
の
中
葉
に
は
、
RVω
冨
吋
ロ
ョ
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
居
て
、
そ
れ
が
へ
プ
ラ
イ
人
で
あ
る
か
否
か
が
争
わ
れ
て
い
る

が
特
定
の
人
種
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
出
自
の
異
な
る
避
難
民
と
解
す
る
の
が
正
当
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

(
1
)

こ
の
点
の
詳
細
に
就
て
は
わ
〉
河
口
〉
∞
の
区
一

ρ冊
一
回

g吉
伸
仏

zd可
g
肉

R
E
S
-田
宮
m
曲。句。
g
gぽ
g
n目
ss・-wmon-ωon-H・回
oaF只・

ε
F
・9
3
D
m
m司
J
H
Z

宮
E
P
E
g
-匂
-
H
O吋
E
H
S

参
照
。

(
2
)

こ
こ
で
は
、
『
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
』
と
云
う
語
は
、
チ
グ
リ
ス
、
ュ

i
フ
ラ
テ
ス
か
ら
ア
ナ
ト
リ
ア
中
部
ま
で
を
も
含
め
た
『
模
形
文
字
法
地

帯
』
全
域
を
指
す
最
も
広
い
意
味
に
使
わ
れ
て
い
る
。
(
(
U

〉
河
口
〉
m
n
E
一
8
・
np旬
-H8・5
8
H
)

(
3
)

そ
の
者
が
外
国
人
で
あ
る
事
は
、
人
名
研
究
学
(
O
ロO
自
由

a
Eロ
巾
)
に
よ
っ
て
知
る
事
が
可
能
で
あ
る
。
(
わ
〉
河
口
〉
ω
口
〉
一
。
。
・
n
p
b・
呂
町
)

(
4
)

の
〉
関
口
〉
ω口
〉
一
。
同
y
a
f匂
-
H
O印

(
5
)

わ
〉
河
口
〉
ω
わ同〉一。同

ynu--℃
-
H
C
A
山

(
6
)

シ
ュ
メ
l
ル
語
は
、
大
文
字
で
転
写
し
、
ア
ッ
カ
ド
語
は
イ
タ
リ
ッ
ク
に
す
る
の
が
、
一
般
の
約
束
で
あ
る
。

(
7
)

こ
の
二
つ
の
言
葉
の
古
代
シ
ュ
メ
l
ル
語
か
ら
古
典
シ
ュ
メ
i
ル
語
を
経
て
、
ア
ッ
シ
リ
ァ
及
び
パ
ピ
ロ
ニ
ァ
の
古
代
、
中
世
、
近
世
に

至
る
変
化
に
就
て
は
、
戸
〉
回
〉
、
H，ぺ
a
V向

g
c
m
H
円凶
wm立
賞
者
同
阿
山
巾
曲
目
安
白
色
町
8
5
3
L
o
a
-
W
E
E
-
H
M
O・
s-℃
-s・8
[むや
]
(
K
U
R
)
2
5・記
b
・
s・

戸
〔

L〕

(
B
A
R
)
参
照
。

(
8
)
n
k
F
M
N
U〉
ωnSF
一。匂
-n洋
-
b
-
H
C
A山

(9)

こ
の
語
が
『
外
国
の
』
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
『
蛮
族
語
1
外
国
語
』
を
意
味
す
る
公
民
窓
口
ロ
ロ
己
円
巾
ユ
ロ
ョ
が
あ
る
。
ま
た
、

二
つ
の
語
の
意
味
論
的
進
化
が
同
一
で
あ
る
事
は
、
語
源
的
に
ぷ
同
志
2
3が
『
異
な
っ
て
い
る
、
変
化
す
る
』
を
意
味
し
、
そ
れ
が
『
反
逆
す

古
典
古
代
に
診
げ
る
法
の
紙
触
に
就
て

一一一一一一



四

る
、
敵
に
な
る
』
に
進
化
し
た
事
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
(
わ
〉
河
口
〉
ωわ
広
一
。
匂
-nx-b・5
5

(
叩
)
嘗
て
は
、
ハ
ム
ラ
ピ
の
治
世
を
紀
元
前
二
二
世
紀
か
ら
二

O
世
紀
の
簡
に
置
く
の
が
一
般
で
あ
っ
た
が
、
近
時
の
通
説
は
、
こ
れ
を
前
一

八
世
紀
末
以
降
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
の
詳
細
に
就
て
は
、
三
井
・
「
出
刊
再
見
・
原
田
慶
士
口
著
『
模
形
文
字
法
の
研
究
』
」
実
務
民
事
法
・
第

三
号
(
一
九
八
三
)
・
一
五
一
一
員
註
ニ
参
照
。

(
日
)
こ
の
玉
の
名
は
、
嘗
て
は
『
ハ
ム
ラ
ピ
』
(
出
血

g
g
z
g
E
)
と
濁
音
で
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
現
在
で
は
「
ハ
ム
ラ
ピ
』
(
出
血
ヨ
ヨ
ミ
印
刷
る
と

半
濁
音
で
呼
ば
れ
て
い
る
。

(
ロ
)
ハ
リ
〉
m
U〉山山門
U
H

〉
一
。
℃
-nR-b-HO吋

(
臼
)
こ
の

εgzw窓
口
ロ
ヨ
ョ
の
起
、
源
及
び
性
格
に
就
て
は
、
大
い
に
争
わ
れ
て
い
る
。
(
こ
の
点
に
関
す
る
学
説
の
詳
細
に
就
て
は

ω
N
F
H
w
n
同
日
目
f

HA
命的

-o目
的
同
時
限

DED白
3

・
5
2七・
ω∞
噌
き
な
ロ
参
照
。
)
半
自
由
民
(
ロ
巴
忍
伊
一
〉

w
w
-
r
s
B・E-b-N
コ
d
z
c
z包
一
回
P
H
F
℃
-
E
S
、
農

奴
(
〈
8
ω
C
H
)
雪
山
一
の

Egg--℃
・
日
吋
ダ
ゴ
σ)
、
解
放
奴
隷
(
ド
向
。
m
k
F
H
Z
一
J
g
s
g宮
内
凶

2
5
2
仏
d
ア
℃
-
M
品
。
)
、
被
保
護
平
民
、
下
級
官
吏

(
彼
等
の
財
産
が
特
別
に
保
護
さ
れ
て
い
た
事
を
理
由
と
し
て
、

(UHNC
〈
巴
F
E
H
何
回
同
二
凶
尽
き
仏
己
主
。
ロ
担
ロ
ハ
リ
・
出
・
い
お
ど

Y
2
3が
、
そ
う
七
主
張
し

て
い
る
。
〉
貧
民
(
宮
0
2
ぉ
p
h〉
河
口
〉
∞
口
〉
巾
二
三
∞
何
回
口
一
。
℃
-
n
w
h
o・
s-℃
-EW芯
呉
市
内
山
門
口
。

Z
S
は
、
こ
の
な
同
Hgmw巾ロロ
5
3と
云
う
語
が
、

ア
ラ
ビ
ア
語
を
介
し
て

E
5
2
Q
a
R・
と
な
っ
た
事
を
根
拠
と
す
る
。
)
な
ど
の
位
置
付
け
が
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
少
な
く
と
も
、
旧
奴
隷
や
外

国
人
が
こ
れ
に
含
ま
れ
た
事
は
疑
い
が
な
い
所
で
あ
ろ
う
。
(
の
〉
C
U
H山
富
刷
、
同
一
。
匂
-n伊

丹

-bo-Eb-MN)

メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
都
市
国
家
間
の
平
和
的
接
触
が
増
大
す
る
に
つ
れ
て
、
捕
虜
と
し
て
で
は
な
く
、
個
々
に
又
は
グ
ル
ー
プ
で
自
由
意
志
に

よ
り
定
住
す
る
外
国
人
が
多
く
な
っ
た
が
7
彼
等
を
直
ち
に
自
由
市
民
と
同
等
に
扱
う
事
も
出
来
、
ず
、
勿
論
、
奴
隷
に
す
る
訳
に
も
行
か
な
い

の
で
、
『
下
級
平
民
』
な
る
階
級
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

(
n
k
F
河口〉∞門

UE
一。HV-n符

b
・5
∞
目
呂
由
)

な
お
、
原
田
・
前
掲
訳
一
二

O
五
頁
下
段
註
は
、
「

Ragc野
市
ロ
ロ
ヨ
ョ
と
は
、
本
来
「
拝
脆
す
る
」
者
を
意
味
し
、
セ
ミ
テ
ィ
ッ
ク
語
で
は
、
乞
食

的
貧
窮
者
の
意
を
帯
び
て
い
る
。
」
と
し
て
居
り
、
ま
た
、
ク
レ
ン
ゲ
ル
は
、
ハ
ム
ラ
ピ
の
法
典
を
自
由
人
、
ム
シ
ュ
ケ

i
ヌ
ム
、
奴
隷
の
所
謂

「
一
二
階
級
社
会
』
と
し
て
理
解
し
て
は
な
ら
ず
、
従
っ
て
、
ム
シ
ュ
ケ

i
ヌ
ム
は
、
一
一
穫
の
中
間
階
級
を
表
わ
す
も
の
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。

(
同
戸
別

Z
の目、

1
・民間

g
g
c
g℃山
4
0
ロ
∞
包
U
1
0
ロ
ロ
ロ
仏
∞
包
ロ
巾

N
丘
、
い
宮
町
・
〈
弘
)



(M)

こ
の
一
語
の
語
源
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
へ
プ
ラ
イ
語
で
『
指
導
者
』
『
貴
族
』
を
意
味
す
る

d
一
ェ
と
ア
ラ
ビ
ア
語
で
「
第
二
を

意
味
す
る
な
同
ロ
毛
色
E
3
が
、
語
源
を
同
じ
く
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
(
口
問
何
回
〈
何
回
H

宮
戸
別
ω
¥斗
『
巾
∞
白
ぴ
M
L
O
ロ
山
由
ロ
戸
田
君
、
u

〈
。
己
い
甲
山
Nb-

∞
少
ロ
。
門
m
N
)

(
江
川
)
例
え
ば
、
「
若
し
、
人
が
・
・
・

ι
(ふ
gig守
主

1]53)
な
る
用
語
例
は
、
ハ
ム
ラ
ピ
の
法
典
(
紀
元
前
一
七

O
O年
頃
)
に
診
て
、

屡
々
、
条
文
の
冒
頭
に
用
い
ら
れ
て
い
る
が

(
Z
Y
N
噂∞
L
P
N
Y
S
な
ど
)
エ
シ
ュ
ヌ
ン
ナ
の
ビ
ラ
ラ
マ
法
典
(
紀
元
前
一
九
一
一
一

O
年
頃
。

こ
の
法
典
に
就
て
は

ω
N
F切
の
百
円
コ
凶

1
H
g
Z
2
仏
両
自
己
ロ
ロ
由
J

出

E
参
照
)
で
は
「
市
民
が
:
:
:
」

(
J
E
B
E
g同
担
当
日
Z
5
3
)
と
云
う
様

に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
(
山
山
由
唱

N
C
W
N
Y
N
N
な
ど
。
こ
の
語
が
『
人
』
と
用
い
ら
れ
る
場
合
に
就
て
は

ω
N口
出
わ
出
開
、
口
出
向
一
。
℃
-
a
f
u
-
g
-ロ。
Z
N
参

照
)
そ
し
て
、
こ
の
様
な
混
用
の
根
拠
、
即
ち
な
担
当
日
Z
8
3
の
地
位
が
普
通
法
上
の
も
の
で
あ
っ
た
理
由
は
、
そ
の
社
会
が
、
奴
隷
と
そ
れ
に
対

立
す
る
『
平
等
な
市
民
』
の
集
団
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
事
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

(ωNF剛山一(
V

出
回
日
開
問
一
O
℃
-
n
p
b・ω印
)
こ
の
「
平

等
な
市
民
の
集
団
』
が
、
更
に
、
二
つ
の
階
級
に
分
裂
し
て
、
三
階
級
構
成
に
な
っ
た
の
は
、
従
前
の
市
民
階
級
の
「
上
に
』
新
た
な
貴
族
階

級
が
構
成
さ
れ
た
か
ら
で
は
な
く
て
、
そ
の
市
民
階
級
の
「
下
に
』
新
た
に
『
下
級
平
民
』
(
日
忌
}
ら
ロ
ロ
ヨ
)
の
グ
ル
ー
プ
が
成
立
し
た
た
め
な

の
で
あ
る
。
(
門
〉
河
口
〉
印
(
U
H

〉一。℃・門戸什・・

5
3

(
凶
)
ロ
沼
〈
開
閉
山

H
E戸
開
ω一一。℃・門戸
b
-
g
E甲
山
こ
の
様
な
三
階
級
区
分
は
、
既
に
エ
シ
ュ
ヌ
ン
ナ
の
法
典
に
見
ら
れ
、

(ωNF同
沢
一
回
目
口
問
問
一
。
℃
-nx・噂

℃
・
印
日
)
そ
れ
が
ハ
ム
ラ
ピ
法
典
に
継
承
さ
れ
た
と
き
口
わ
れ
て
い
る
。
(
の
〉
ロ
ロ
開
宮
内
吋
一
。
H
y
n
F
b・ω
N
b
c
g
N
)

ま
た
、
リ
ピ
ッ
ト
・
イ
シ
ュ
タ
ル
(
ピ
立
乙
開

g円
)
法
(
前
一
二
世
紀
)
に
は
、
公

B
釘

gHUwwと
呼
ば
れ
る
階
級
が
『
自
由
市
民
』
と
『
奴
隷
』

と
の
聞
に
存
在
す
る
が
、
そ
れ
が

E
E
C山
R
B
C
5
3と
同
一
で
あ
る
か
否
か
は
争
わ
れ
て
い
る
。
(
こ
の
点
に
就
て
は
関
口
宏
〉
泊
。
c
g色
え

官
江
田
片
付

HME℃
1
0目
。
哩
-
〈
ロ
〈
百
噌
呂
田
'
H
S
P
同}-MHO-ω
に
参
照
)

(
口
)
の
〉
口
口
開
宮
内
吋
一
。
u-n伊

丹

-h。・
NApb・ωN

(
刊
日
)
冨
。
Z
M
何回
P

ハリ〉河口〉印
Q
〉
2
H
F向
∞
何
回
口
一
。
℃
'
n
F
b
o・
s-匂
-UH
こ
の
点
に
就
て
は
、
エ
シ
ュ
ヌ
ン
ナ
法
典
詰
尽
W
5・ぽ・

8
及
び
ハ
ム
ラ

ピ
法
典

2
5・
広
噌
同
吋
印
唱
同
吋
品
参
照
。

尤
も
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
若
干
の
問
題
が
あ
る
。
エ
シ
ュ
ヌ
ン
ナ
法
典
第
一
三
条
は
「
下
級
平
民
の
家
で
逮
捕
さ
れ
た
自
由
市
民
は
、

古
典
古
代
に
診
け
る
法
の
抵
触
に
就
て

五



ム

ノ、

ぞ
れ
が
日
中
の
家
屋
内
で
あ
る
と
き
に
は
、
銀
一

O
シ
ク
ル
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
夜
間
の
家
屋
内
で
あ
る
と
き
に
は
、
死

罪
と
す
る
よ
(
意
訳
)
と
定
め
て
お
り
、
ハ
ム
ラ
ピ
法
典
第
八
条
は
「
人
が
、
牛
、
羊
、
麗
馬
、
豚
又
は
小
舟
を
盗
ん
だ
と
き
は
、
そ
れ
が
神

又
は
宮
廷
の
所
有
に
属
す
る
と
き
は
、
そ
の
一
ニ

O
倍
を
返
還
す
る
も
の
と
し
、
ぞ
れ
が
下
級
平
氏
に
属
す
る
と
き
は
、
そ
の
一

O
倍
を
補
償
す

る
も
の
と
す
る
。
」
(
意
訳
)
と
し
て
い
る
が
、
自
由
市
民
の
家
で
逮
捕
さ
れ
た
者
や
自
由
市
民
の
牛
、
羊
、
駿
馬
、
豚
又
は
小
舟
を
盗
ん
だ
と

き
に
就
て
は
、
何
も
規
定
し
て
い
な
い
σ

従
っ
て
、
下
級
平
民
が
、
法
文
上
は
自
由
市
民
以
上
に
財
産
法
上
保
護
さ
れ
て
い
る
事
を
問
題
に
す

る
学
者
も
あ
る
。
(
〈
出
口
】

ν-Z〉
の
二
戸
市
待
。
山
片
岡
民
同
門
ユ
ョ
。
巳
即
日

g
a
g
-
σ
白
σ
1
0ロ即時ロ
J
E合唱匂
-E)
し
か
し
、
こ
の
時
代
の
『
法
典
』
は
、

近
代
に
於
け
る
ぞ
れ
の
如
く
に
、
凡
ゆ
る
事
項
を
網
羅
的
に
規
定
し
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
重
要
か
、
未
確
定
か
、
新
し
い
問
題
を
解
決
し
た

部
分
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
か
ら
お
〉

C
U
E
B
4
一
向
者

n
F℃
5
・b
c
g
ω
)
自
由
市
民
に
関
す
る
こ
れ
等
の
問
題
は
、
全
て
慣
習
に
よ
っ
て
処

理
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
後
新
た
に
吋
下
級
平
民
』
な
る
階
級
が
構
成
さ
れ
た
事
に
よ
り
法
典
制
定
の
必
要
が
生
じ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(わ〉岡山口〉
ωnH〉
一
。
旬
・
巳
同
-
w円

Y
H
C
∞)

即
ち
、
外
国
人
に
は
、
最
初
は
如
何
な
る
権
利
も
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
紀
元
前
二
千
年
期
に
な
っ
て
、
彼
等
が
社
会
に
受
け
容
れ

ら
れ
る
様
に
な
る
と
、
そ
の
財
産
を
保
護
す
る
必
要
が
生
じ
て
、
法
典
に
規
定
が
置
か
れ
る
事
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
(
わ
〉
如
何
)
〉
ω
n
E
E同
}-n-r

℃・
H
C申
〉

(
四
)
エ
シ
ュ
ヌ
ン
ナ
法
典
明
日
C

及
び
ハ
ム
ラ
ピ
法
典
Z
H目
、
口
町
は
、
彼
等
の
奴
隷
所
有
に
就
て
述
べ
て
い
る
。

(
却
)
ハ
ム
ラ
ピ
法
典
(
参
照
し
た
原
典
は
、
切
田
町
一
C
7
2
2
2
¥行
。
号
以
出
向
5
5
Z
E
E
-
Z
己
5
℃ユ
g
-
m
g
z
m
J
E・
片
品
江
戸

E
E
参
照
し
た

翻
訳
は
、
ヨ
)
呂
、
立
明
。
FFHW叶一
aanoa巾
阿
国
国
HMMSR白
σ「片
3
5
Rユ
耳
目
。

2
4め
3
2
E
C
S
J
a
-
R
E
P
E
g
の
ラ
テ
ン
語
訳
及
び
ロ
包
〈
何
回
同

日
宮
H
F
B一
の
英
訳
。
以
下
の
引
用
は
、
原
田
出
雲
口
訳
で
あ
る
o
)

に
は
、
次
の
様
な
規
定
が
あ
る
。
間
呂
町
一
z
w
c
s・5
目白・
4
4
F
2
5
J
-
s
u
d宮
口

出
Jd〈
ヤ
ロ

g
z
S
Z
M
Y玄
l
E
Jムロ
iwcsDl宮
1
8
l
z
t仏
ロ
ミ
「
若
し
人
が
自
由
市
民
の
限
を
演
し
た
と
き
は
〔
彼
等
〕
彼
の
限
を
潰
す
。
」
哨

邑
吋
一

2
4
z
g
l
g担。河一・同
y
p
u
(
U
C
)
一
mwid--ロ
g
E印
刷

tgl玄
l町
Z
O
H
問
・
匂
〉
ロ

(UC)l山口日目
l山町
lel玄
ベ
ロ
ョ
「
若
し
人
の
骨
を
折
り
た
る

と
き
は
、
〔
彼
等
〕
彼
の
骨
を
折
る
o
」
申
冨
∞

1
2
P
E
t
g同
工
ロ
一
冨
〉
ω・開
Z
・関
K
F
同

umAMF
仲間匂
l玄
i広

E
U
Z
2
m
-句
、
〉
阿
)
(
ロ
ロ
)
一
宮
〉
ω・

岡山
2
・
同
〉
伏

ω
J山
1
5
1玄
l
F
t
J
沼
〉
・
2
〉
州
内
戸
凶
〉
出
回
〉
MN
富山
l開田
10国
}
ミ
「
若
し
ム
シ
ュ
ケ

i
ヌ
ム
の
眼
を
潰
し
、
或
い
は
又
ム
シ
ュ
ケ

l
ヌ
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J¥ 

ハU
包
此
角
川
円

a
m
g
ω
o
n
-
m片
m
k
F
広三
E
C巾
・
件

-MmHHH
及
、
び
の
宮
山
何
回
W
Z切
何
回
。
一
定
吋
V巾
出
問
ぴ
¥
立

2
・J
H由
日
夕
山
口
〉

B
R
-
gロ
O
ユ
巾
口
同
色

ω
巾刊日

g
L
-

}
内
凶
凶
ロ
ハ
参
照
。

(

M

m

)

(

U

K

F

河
口
〉

ω
Q〉
一

C
℃

-
n
F
b
-
H
N
N

四

古
代
エ
ヂ
プ
ト
に
於
け
る
外
国
人
の
法
的
地
位

数
千
年
に
及
ぶ
古
代
エ
ヂ
プ
ト
の
歴
史
の
中
で
外
国
人
の
法
的
地
位
が
如
何
に
あ
っ
た
か
を
一
般
的
に
叙
述
す
る
事
は
困
難
で
あ
る
か

ら
、
こ
こ
で
は
、
こ
の
点
に
関
す
る
史
料
が
比
較
的
豊
富
な
新
王
国
時
代
に
問
題
を
隈
定
す
る
事
と
す
る
。

エ
ヂ
プ
ト
の
版
図
を
最
大
限
に
ま
で
拡
張
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
ト
ト
メ

ス
三
世
の
治
世
に
は
、
国
境
に
出
入
国
者
の
氏
名
、
職
業
等
を
記
録
す
る
官
吏
が
配
置
さ
れ
た
と
一
言
わ
れ
て
お
引
そ
の
事
か
ら
、
園
内
に

も
在
留
外
国
人
に
関
す
る
事
務
を
取
り
扱
う
宮
署
が
存
在
し
た
事
を
推
測
せ
し
め
る
。

英
明
な
君
主
に
し
て
、

ま
た
、
豪
胆
な
将
軍
と
し
て
知
ら
れ
、

こ
れ
等
の
外
国
人
(
の
内
の
銀
行
家
達
)
が
、
恐
ら
く
は
そ
の
豊
か
な
富
の
故
に
、
若
干
の
特
権
を
有
し
て
い
た
事
は
疑
い
が
な
い
。

彼
等
は
、
自
己
の
国
籍
と
宗
教
を
維
持
し
た
侭
、
エ
ヂ
プ
ト
人
と
有
効
に
結
婚
出
来
た
の
は
勿
論
の
事
、
エ
ヂ
プ
ト
の
土
地
に
関
す
る
外

国
人
聞
の
法
樟
関
係
を
規
制
す
る
法
規
を
定
め
更
に
甚
だ
し
い
場
合
に
は
刑
事
裁
判
権
さ
へ
も
免
れ
得
た
。

ア
メ
ノ
ア
イ
ス
回
世
は
、
ア
ラ
シ
ア

を
保
護
す
る
事
を
約
し
た
が
条
約
が
結
ぼ
れ
て
い
な
い
外
国
人
に
就
て
は
、

(
キ
プ
ロ
ス
)
王
と
通
商
条
約
を
結
び
、

エ
ヂ
プ
ト
に
滞
在
す
る
キ
プ
ロ
ス
商
人
の
生
命
・
財
産

そ
の
様
な
保
護
は
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
。

エ
ヂ
プ
ト
は
、
ま
た
、
パ
ビ
ロ
ニ
ア
と
和
親
条
約
を
結
ん
で
い
た
か
ら
、
単
に
外
交
使
節
に
就
て
ば
か
り
で
な
く
一
般
商
人
に
対
し
て

も
特
別
の
保
護
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。



ピ
レ
ン
ヌ
は
、
こ
れ
等
の
者
に
対
す
る
不
法
行
為
に
対
し
て
、

エ
ヂ
プ
ト
国
家
が
法
律
上
責
任
を
負
っ
た
の
は
、

ハ
ム
ラ
ピ
法
典
に
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
原
則
(
各
都
市
の
長

(gEω
ロ
ロ
)
に
は
、
都
市
の
秩
序
を
維
持
し
、
強
盗
を
鎮
圧
し
、
逮
捕
・
処
罰
す
る
責
任
が
あ
り

従
っ
て
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
強
盗
に
あ
っ
た
被
害
者
は
、
そ
の
都
市
及
び
そ
の
長
に
対
し
て
、
自
己
が
蒙
っ
た
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
事

が
出
来
る
。
)
が
、
エ
ヂ
プ
ト
の
領
域
に
診
て
パ
ビ
ロ
ニ
ァ
人
に
対
し
て
さ
れ
た
不
法
行
為
に
拡
張
し
て
適
用
さ
れ
た
も
の
で
、
正
に
国
際

私
法
的
解
決
(
被
害
者
の
本
国
法
の
適
用
)
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

(
1
)

こ
の
点
の
詳
細
に
就
て
は
、

3
g
z
富山
a
H
2
Z
Z
E
z
d貧
血
異
常
仏
国
S
E
R
F
Sロ
冊
一
明
暗
立
、
Jmon-ωon-
∞o
e
p
H戸

E
g
-
-

お
山
呂
参
照
。

(2)

ネ
ガ
ダ
の
先
王
朝
時
代
(
紀
元
前
三
千
年
以
前
)
を
別
に
し
て
も
、
前
一
ニ

0
0
0年
か
ら
前
二
二
五
五
年
に
至
る
古
王
国
時
代
(
第
一
王

朝
か
ら
第
五
王
朝
ま
で
て
そ
れ
に
続
く
第
一
期
封
建
時
代
を
緩
て
、
前
二

O
O
O年
か
ら
前
一
六
五

O
年
ま
で
の
中
王
国
時
代
(
第
一
一
王
朝

か
ら
第
一
四
王
朝
ま
で
)
、
更
に
第
二
期
封
建
時
代
を
経
て
、
前
一
五
五
五
年
か
ら
前
一

O
五
O
年
に
至
る
新
王
国
時
代
(
第
一
八
王
戦
か
ら
第

二
O
王
朝
ま
で
)
が
あ
る
。
(
こ
の
時
代
区
分
は
、
ゴ
ド
ゥ
メ
に
よ
っ
た
。
)

(3)MMMmM山

Z
Z何
一
。
H
y
a
f
匂
-uω

(
4
)

句
者
ヨ
g
〉
ロ
担
問
富
田
三
日
H
L
W
M
N
E
F
印、
H
A
w
u
u
a
〉
ロ
巳
g
p
w
n
o
E血J
H
戸
mg-mum-
品器・

8
∞
間
種
の
も
の
が
第
一
二
王
朝
時
代
に
存
し
た
事

に
就
て
は
、
宮
司
何
回
〈
百
三
語
。

5
8
2
n。
E
g
m
m
M
d辛
口
国
号
足
。
。
告
。
吾

ωEggswHes--EF
第
一
話
「
シ
ヌ
エ

(
印
山
口

gm)の
物
語
」
参
照
。

(5)

百
m
g
E間
二
伝

-nR-b-E
エ
ヂ
プ
ト
各
地
に
居
住
す
る
外
国
人
特
に
シ
リ
ァ
人
が
、
商
人
乃
至
銀
行
家
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
事
は
、

良
く
知
ら
れ
て
い
る
。
〈
の
〉
C
U
阿国首、吋一
O
匂
-npw
口
。
・
主
・
匂
・
由
吋
)

(6)

の〉
C
U
何回話問、吋一
O
匂
-a?・
ロ
。
・
主
・
匂
・
。
吋

古
典
古
代
に
珍
げ
る
法
の
紙
触
に
就
て

九



四
0 

(
7
)

ラ
ム
ゼ
ス
九
世
の
治
世
に
行
わ
れ
た
王
の
墓
の
盗
掘
者
に
対
す
る
裁
判
に
診
て
、
証
拠
調
の
結
果
、
盗
掘
者
が
外
国
人
銀
行
家
主
雇
わ

れ
て
い
た
事
が
明
ら
か
に
な
る
と
、
審
理
が
突
然
中
断
さ
れ
、
事
件
が
有
耶
無
耶
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
事
例
が
あ
る
。
訪
問
V

聞
の
何
回
旬
開
阿
部
一

£
g
a
g
s仏
冨
ω丹
市
ユ
包

g
J
ω
・詔)

(8)

ア
ラ
シ
ア
王
か
ら
ア
メ
ノ
フ
ィ
ス
四
世
に
宛
て
た
次
の
様
な
内
容
の
書
簡
が
あ
る
。
(
同
Z
C
U吋
N
O
Z
1
6日
印
刷
ヤ
〉
S
Rロ同
l吋
民
冊
目
白
J
F

z
a
p
Z
2同町
cnw
仏
巾
吋
〉
g
m曲
Z
E
E
-
Z司・
ω
町一∞
-NgEN∞
叶
ぺ
名
目
Z呂
、
何
回
同
七
斗
巾
戸
田
i冊目
i〉
g
R
E
r
g
s
-
H∞
g
w
p。・
M
g
a島富山田
1
E
l
g

E
l目白
lgHi曲目
g
z
g
E
E
Z
[国
lzl刷
工
白
]

ω

よ
}
S
E
E
S工
的
t
氏
自
由

l席
。

AMIE-同[ロ』開口〕

3
1
5
5
注
I
E
O
B帥
E
l出口白凶
g
z
l
E

T
-
-
U
自
民
同
官
l
U岱
lロ
5
5
5
m
Hロ
Z
I
g
l
m
s
S
E
E
E
E
U
目1
5
E
Z
2
5
2
8
帥片側室
l
E
l
a
g
-
E
品目
1町田・
3

「
ア
ラ
シ
ァ
の
市
民
が
エ
ヂ
プ
ト
で
死
亡
し
、
そ
の
財
産
は
貴
国
に
在
り
ま
す
が
、
そ
の
妻
子
は
ア
ラ
シ
ア
に
居
住
し
て
お
り
ま
す
。
何
卒
、

ア
ラ
シ
ア
市
民
の
財
産
を
一
纏
め
に
さ
れ
、
私
の
使
者
の
手
に
お
渡
し
下
さ
る
様
に
お
願
い
致
し
ま
す
。
」
(
大
意
)
こ
れ
か
ら
、
キ
プ
ロ
ス
商

人
達
が
エ
ヂ
プ
ト
政
府
の
特
別
の
保
護
の
下
に
あ
っ
た
事
を
推
測
出
来
る
。
彼
等
は
敵
で
な
い
事
は
勿
論
、
単
に
大
目
に
見
ら
れ
て
い
た
の
で

も
な
く
、
適
法
に
自
己
の
財
産
を
エ
ヂ
プ
ト
に
診
て
管
理
処
分
す
る
事
が
出
来
た
し
、
彼
等
の
相
続
人
は
縦
令
エ
ヂ
プ
ト
に
居
住
し
て
い
な
く

て
も
、
そ
の
財
産
を
継
承
す
る
事
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
(
古
河
何
回
4
2
何
一
。
H
y
n
p
w
同

y
甲町)

(
9
)

例
え
ば
、
エ
ヂ
プ
ト
で
死
亡
し
た
ア
ッ
シ
リ
ァ
人
の
財
産
は
、
条
約
が
な
い
以
上
、
当
然
に
王
の
所
有
に
帰
し
た
。
(
盟
問
思
4
2
何一
O
M
y
n
p

H
Y由
日
a
申
出
)

(
叩
)
エ
ヂ
プ
ト
王
は
、
エ
ヂ
プ
ト
(
及
び
そ
の
属
国
)
の
領
域
に
診
て
パ
ピ
ロ
ニ
ァ
王
の
使
節
が
受
け
た
損
害
を
賠
償
し
な
げ
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
ア
マ
ル
ナ
文
書
の
中
に
は
、
パ
ビ
ロ
ニ
ァ
王
プ
ウ
ル
ナ
リ
ア
シ
ユ
(
切
口

E
同
σ
R
U刷
)
が
ア
メ
ノ
フ
ィ
ス
四
世
(
〉

8
8。℃叩岡山田
H
d
J

に
対
し

て
、
彼
の
特
使
(
宣
言
ロ
)
の
一
行
が
、
二
度
に
わ
た
っ
て
エ
ヂ
プ
ト
の
属
国

a
E
S自
由
及
び

Hvg品
ロ
)
で
襲
撃
さ
れ
た
事
に
よ
る
損
害

の
賠
償
を
請
求
し
て
い
る
書
簡
が
見
出
さ
れ
る
。
(
関
Z
C
U叶
N一。
z
一mw-
同・

9
・
Z
『・戸

ω-E・∞日)

(
U
)

プ
ウ
ル
ナ
リ
ァ
シ
ュ
が
ア
メ
ノ
ア
イ
ス
四
世
に
宛
て
た
別
の
書
簡
に
よ
れ
ば
、
パ
ピ
ロ
ニ
ア
王
は
、
自
国
の
商
人
を
襲
っ
て
金
銭
を
奪
取

し
た
エ
ヂ
プ
ト
人
の
処
刑
と
金
銭
の
返
還
を
要
求
し
て
い
る
。
(
同
Z
C
U寸
NOZ
一白
-m・o・-
Z司
-myω
・∞や∞吋)

(
ロ
)
ハ
ム
ラ
ピ
法
典
誤
認
い
品



(
日
)

(M) 
n
c
c
一念一閃
4E岡山
mmw
帥巴吋戸市内同吋。昨

σ曲
σ山、
-oロ
rw
ロJ
H

由一山一
Y
H
Y
ω
叩
印

刷
M
H
m
開

Z
Z何一
O
匂・
nR-w
同

y
由品目・由吋

五

ヘ
ブ
ラ
イ
法
に
於
け
る
外
国
人
の
地
位

神
に
選
ば
れ
た
民
と
し
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
人
々
は
、
異
民
族
に
対
し
て
不
信
の
念
を
抱
き
、
時
に
は
敵
意
さ
へ
も
露
に
し
た
。

そ
れ
故
、
モ

i
ゼ
の
戒
樟
は
、
へ
プ
ラ
イ
の
民
が
異
民
族
と
婚
姻
す
る
事
を
禁
じ
て
お
り
異
邦
人
の
遺
失
物
を
拾
得
し
た
イ
ス
ラ
エ
ル

の
民
に
対
し
て
、
そ
の
異
邦
人
が
返
還
請
求
を
す
る
事
も
禁
ぜ
ら
れ
て
い
た
。

相
続
権
も
へ
ブ
ラ
イ
の
民
に
し
か
存
し
な
ぱ
。
高
利
を
貧
る
事
は
、
異
邦
人
に
対
し
て
の
み
適
法
で
あ
抗
、
彼
等
だ
け
が
終
身
奴
隷
と

さ
れ
得
た
。

当
初
は
、
異
邦
人
と
の
婚
姻
は
禁
止
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
が
、
望
ま
し
い
も
の
と
は
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

(
8
d
 

代
に
エ
ヂ
プ
ト
人
と
の
婚
姻
が
生
じ
{
特
に
モ

1
ゼ
と
ヨ
セ
フ
の
場
合
が
そ
う
で
あ
る
。
)
偶
像
崇
拝
を
恐
れ
た
外
国
人
と
の
婚
姻
の
禁
止

は
、
王
達
に
よ
っ
て
き
へ
守
ら
れ
な
か
っ
た
。

(
1
)

の〉
d
u
E菌
、
吋
一
。
u
-
n
F
ロ
c-∞
ゲ
旬
-
H
H
M

尤
も
、
単
な
る
客
人
に
対
し
て
は
、
歓
待
さ
れ
る
事
も
多
く
、
モ

l
ゼ
の
立
法
に
診
て
も
、
呉

邦
人
に
対
し
て
寛
容
で
あ
る
べ
き
旨
が
、
説
か
れ
て
い
る
部
分
も
あ
る
。
(
明
哲
也
m
L同
出
戸
汗
「
他
国
の
人
を
虐
ぐ
べ
か
ら
ず
。
汝
等
は
エ

ヂ
プ
ト
の
国
に
居
る
と
き
は
他
国
の
人
に
で
あ
り
た
れ
ば
、
他
国
の
人
の
心
を
知
る
な
り
よ
(
以
下
回
本
聖
書
協
会
訳
に
よ
る

J
K戸
邑
「
国

に
生
れ
た
る
者
に
も
ま
た
汝
等
の
中
に
寄
居
れ
る
異
邦
人
に
も
、
此
法
は
同
一
な
り
。
」

円、品一
4
庄
内
宮
町
一
一
阿
同
一
睡
お
い
品
川
「
他
国
の
人
汝
ら
の
国
に
寄
留
て
汝
と
と
も
に
在
ら
ば
、
こ
れ
を
虐
ぐ
る
な
か
れ
。
汝
ら
と
と
も
に
居
る
他
国

の
人
を
ば
、
汝
ら
の
中
関
に
生
れ
た
る
者
の
ご
と
く
し
、
己
の
如
く
に
之
を
愛
す
べ
し
。
汝
ら
も
エ
ジ
プ
ト
の
国
に
客
た
り
し
事
あ
り
。
」

エ
ヂ
プ
ト
時

古
典
古
代
に
診
け
る
法
の
紙
触
に
就
て

四



四

ロ巾口同
-wM
・
E
-
E
一
「
(
汝
の
神
エ
ホ
バ
は
)
旅
客
を
愛
し
て
、
之
に
食
物
と
衣
服
を
与
え
た
ま
う
。
汝
ら
旅
客
を
愛
す
べ
し
。
其
は
汝
ら
も

エ
ジ
プ
ト
の
国
に
旅
客
た
り
し
事
あ
れ
ば
な
り
J

M
凶
〈
戸
忌
「
旅
客
孤
児
お
よ
び
寡
婦
の
審
判
を
柾
る
者
は
詔
わ
る
べ
し
。
」
)

(2)

ロ
巾
匂
〉
印
、
H
d回
初
、
円
二
泊
虫
色
。
一
『
巾
仏
巾
}
白
}
m
m州
町
田
】
釦
什

FOR--
庁
間
口
ゆ
M
Y
M申
N

(
3
)
同
)
巾
ロ

f
M凶
HH・
H・ω

(
4
)
同
)
巾
句
〉

ω吋
o
m開、吋一
C
匂

-nF-
℃
宇
品
川
宙

(5)
何

Mg仏
タ
凶
凶
戸
田
一
「
汝
も
し
汝
と
と
も
に
あ
る
わ
が
民
の
貧
し
き
者
に
金
を
貸
す
時
は
、
金
貸
の
如
く
な
す
べ
か
ら
ず
又
こ
れ
よ
り

利
足
を
と
る
べ
か
ら
ず
。
」

。2
7
M出
戸

出
I
N
O

一
「
汝
の
兄
弟
よ
り
利
息
を
取
る
べ
か
ら
ず
。
即
ち
金
の
利
怠
食
物
の
利
息
な
ど
凡
て
利
息
を
生
、
す
べ
き
物
の
利
息

を
取
る
べ
か
ら
ず
。
他
国
の
人
よ
り
は
汝
利
怠
を
取
る
も
宜
し
。
唯
汝
の
兄
弟
よ
り
は
利
息
を
取
る
べ
か
ら
ず
。
」

(
6
)
戸

m
i片
山
内
阿
ロ
巾
一
凶
}
内
六
合
・
怠
一
「
ま
た
汝
ら
の
中
に
寄
寓
る
異
邦
人
の
子
女
の
中
よ
り
も
、
汝
ら
買
う
こ
と
を
得
。
ま
た
彼
等
の
中
汝
ら
の

留
に
生
れ
て
汝
ら
と
倍
に
居
る
人
々
の
家
よ
り
も
然
り
。
彼
等
は
汝
ら
の
所
有
と
な
る
べ
し
。
汝
ら
彼
等
を
獲
て
汝
ら
の
後
の
子
孫
の
所
有
に

遺
し
、
こ
れ
に
彼
等
を
有
ち
て
そ
の
所
有
と
な
さ
し
む
る
こ
と
を
得
べ
し
。
彼
等
は
永
く
汝
ら
の
奴
隷
と
な
ら
ん
。
然
れ
ど
汝
ら
の
兄
弟
な
る

イ
ス
ラ
エ
ル
の
子
孫
を
ば
汝
ら
た
が
い
に
厳
し
く
旧
制
使
う
べ
か
ら
ず
。
」

u
g
f×
〈
・
時
一
「
汝
の
兄
弟
た
る
ヘ
プ
ル
の
男
ま
た
は
ヘ
ブ
ル
の
女
、
汝
の
許
に
売
ら
れ
た
ら
ん
に
若
し
六
年
汝
に
事
え
た
ら
ば
第
七
年

に
汝
こ
れ
を
放
ち
て
去
ら
し
む
べ
し
ょ

(7)

の
g
'
M
M
H〈
wω

一
「
我
磁
を
し
て
天
の
神
地
の
神
エ
ホ
バ
を
指
し
て
誓
わ
し
め
ん
。
即
ち
汝
わ
が
備
に
庖
む
カ
ナ
ン
人
の
女
の
中
よ
り
吾

子
に
妻
を
褒
る
な
か
れ
。
」
凶
阿
〈
H
-
E
E
M
m
一
「
エ
サ
ウ
四
十
歳
の
時
へ
テ
人
ベ
エ
リ
の
女
ユ
デ
テ
と
へ
テ
人
エ
ロ
ン
の
女
パ
ス
マ
テ
を
萎
に
姿

り
、
彼
等
は
イ
サ
ク
と
リ
ベ
カ
の
心
の
愁
煩
(
う
れ
ひ
)
と
な
れ
り
。
」
凶
凶
〈
戸
怠
・
「
リ
ベ
ヵ
、
イ
サ
ク
に
喜
一
口
い
け
る
は
、
我
は
へ
テ
の
女

等
の
た
め
に
世
を
厭
ふ
に
い
た
る
。
ヤ
コ
ブ
若
し
此
地
の
彼
女
等
の
如
き
へ
テ
の
女
の
中
よ
り
委
を
姿
ら
ば
、
我
身
全
く
る
も
何
の
甲
斐
あ
ら

ん
や
。
」

(
8
)
戸

m
i己
A
E
町一一一以凶
H

〈

w
g
一
「
弦
に
そ
の
父
は
エ
ジ
プ
ト
人
母
は
イ
ス
ラ
エ
ル
人
な
る
者
あ
り
て
・
・
・
・
・
・
」

同
W
M

向
。
仏
タ
H
F
N
H

「モ

i
ゼ



こ
の
人
(
ミ
デ
ア
ン
の
祭
司
)
と
と
も
に
居
る
事
を
好
め
り
。
彼
す
な
わ
ち
、
そ
の
女
子
チ
ツ
ポ
ラ
を
そ
!
ぜ
に
与
ふ
。
」
の

E
M凶
凶
凶
戸
忠
一

「
パ
ロ
、
ヨ
セ
ブ
の
名
を
ザ
ブ
ナ
テ
パ
ネ
ア
と
名
づ
け
、
ま
た
オ
ン
の
祭
司
ポ
テ
パ
ル
の
女
ア
セ
ナ
テ
を
之
に
与
え
て
委
と
な
さ
し
む
。
」

(
9
)

ソ
ロ
モ
ン
王
に
つ
き

m
c
f
u門戸
H

・
「
ソ
ロ
モ
ン
王
パ
ロ
の
女
の
外
に
多
く
の
外
国
の
婦
を
寵
愛
せ
り
。
す
な
わ
ち
そ
ア
ブ
人
ア
ン
モ
ニ

人
エ
ド
ミ
人
シ
ド
ニ
人
へ
テ
人
の
婦
を
寵
愛
せ
り
。
」
ア
ハ
ブ
王
に
つ
き
刃
包
一
同
〈
戸
出
い
「
彼
(
ア
ハ
ブ
)
は
、
，

... ‘
・
シ
ド
ン
人
の
王
エ

テ
パ
ア
ル
の
女
イ
ゼ
ベ
ル
を
妻
に
委
り
・
・
・
・
・
・
。
」

第
二
節

古
典
ギ
リ
シ
ャ
時
代

...... ，、、

ポ
リ
ス
社
会
に
於
け
る
司
法
の
抵
触
」

古
典
時
代
の
ギ
リ
シ
ャ
が
、
単
一
の
国
家
で
は
な
く
、
多
く
の
都
市
国
家

i
ポ
リ
ス
(
芯
ど
ち
に
分
か
れ
て
い
た
事
は
、
良
く
知
ら
れ

て
い
る
。

各
ポ
リ
ス
は
、

そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
法
を
持
っ
て
い
た
が
、
ミ
ッ
タ
イ
ス
に
従
え
ば
、
そ
の
多
様
性
に
も
拘
ら
ず
、
古
典
時
代
の
、
ギ
リ

シ
ャ
市
民
法
に
は
、
或
る
種
の
統
一
が
保
た
れ
て
い
た
。
勿
論
、
各
ポ
リ
ス
に
行
わ
れ
て
い
た
法
令
は
同
一
マ
は
な
く
、

な
っ
て
い
た
が
、
全
て
同
一
の
理
念
に
基
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
に
異

そ
の
結
果
、
古
典
時
代
の
ギ
リ
シ
ャ
に
於
け
る
市
民
法
の
進
化
は
、
必
然
的
に
『
、
ギ
リ
シ
ャ
万
民
法
』
(
宮
前
剛
山

g
z
c
E
恒
2)
の
形
成

へ
と
向
か
う
事
に
な
る
。

古
典
古
代
に
於
け
る
法
の
抵
触
に
就
て

四



四
四

(
1
)

宮
弓
吋
関
戸
山
一

EmowF印吋巾
nvH
ロ
ロ
仏
〈
O
}
}
内
向
巾
円
宮
山
口
仏
2
0∞E
n
F巾ロ司円
o
i
D
N
g
仏巾一的

5
5
u
n
y
m口
開
内
包
括
吋
『
巾
Fny印
3
M
g
y
ω
・
由
同
旨

〈
E
R言
。
。
羽
一

d
E
2
2
0岡田山田丹
E
a
E
5刃
包
2
2
J
4
0
-
H
F
E
N
N・℃・
ωeHNw
匂

-
E
R
g
s
d弓
何
回
拐
一
念
。
号
門
医
師
円
巾
印

刷】ユ
4
山片岡・巾円伊丹
J
ω

・ω

(
2
)

円、何者〉問、。一。。・

nFWHV-CH

(
3
)

問
、
何
者
〉
ド
ロ
一
。
u-n-丹-w
匂

-CN

(
4
)

こ
の
時
代
に
妙
け
る
外
国
人
の
地
位
に
就
て
は
、
〉
J

同
窓
〉
河
口
一

R
F
g
伯
仲
吋
包
帯
門
的
仏
間
口
印
日
g
n荒川田関門巾
2
口市白

g
u内
g
g一
宮
巳

g
m
E
E

(
〈
。
巾
仲
間
〈
。
田
仲
間
口
}
g
m
4
8
H
H・ハリ
¥
J
m
R
-
ω
c
n‘
ω
a
F
J
1
F
匂

-HE・5
由
及
、
び
馬
場
窓
ニ
・
「
ア
テ
ナ
イ
に
お
け
る
市
民
権
と
市
民
権
詐
称
」

古
典
古
代
の
社
会
と
思
想
・
所
収
・
一
四
一

1
一
六
八
頁
参
照
。

七

「
ギ
リ
シ
ャ
万
民
法
』

の
形
成

吉
典
時
代
に
形
成
さ
れ
始
め
た
『
ギ
リ
シ
ャ
万
民
法
』
は
、
そ
の
後
更
に
、

ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
に
一
層
の
発
展
を
遂
げ
る
事
に
な
る
訳

そ
の
対
象
は
、
必
ず
し
も
商
事
に
関
す
る
事
項
に
の
み
限
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。

デ
モ
ス
テ
ネ
ス
は
、
ラ
ク
リ
ト
ス
に
対
す
る
海
事
法
の
弁
論
に
訟
で
「
法
律
は
、
万
人
に
対
し
て
同
一
で
は
な
い
の
か
。
商
事
の
訴

訟
を
支
配
す
る
法
は
、
同
一
で
は
な
い
の
か
。
」
と
言
っ
て
居
り
、
更
に
、
イ
ソ
ク
ラ
テ
ス
も
『
ア
イ

i
ナ
人
気
質
又
は
ト
ラ
ス
ィ
ロ
コ

ス
の
相
続
問
題
』
と
題
さ
れ
た
弁
論
に
捨
て
、
相
続
に
関
す
る
ギ
リ
シ
ャ
諸
都
市
の
法
が
或
る
程
度
統
一
さ
れ
て
い
た
事
を
明
ら
か
に
し

て
い
る
。

r
-
t
、

み
人
・
刀後

者
の
事
件
は
、

ア
イ

i
ナ
で
訴
訟
が
行
な
わ
れ
た
が
、
こ
の
ポ
リ
ス
に
住
所
を
有
す
る
外
国
人
が
ア
イ

l
ナ
の
法
に
従
つ
で
し
た
遺

一
一
首
の
成
立
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。



部
ち
、
予
言
者
ト
ラ
シ
オ
ス
の
三
度
目
の
婚
姻
か
ら
生
れ
た
シ
ブ
ォ
ノ
ス
の
ト
ラ
ス
ィ
ロ
コ
ス
は
、
追
放
さ
れ
て
ア
イ

i
ナ
に
居
た
が
、

死
の
床
に
が
て
、
父
の
第
一
の
妻
の
甥
と
養
子
縁
組
を
し
た
と
こ
ろ
、

ト
ラ
シ
オ
ス
の
非
嫡
出
子
で
、
従
っ
て
、

ト
ラ
ス
イ
ロ
コ
ス
の
異

母
姉
妹
で
あ
る
と
主
張
す
る
娘
(
彼
女
は
、
シ
フ
ォ
ノ
ス
の
出
身
で
は
な
く
、
エ
ー
ゲ
海
の
他
の
島
の
出
身
で
あ
る
。
)
が
、
相
続
権
を
主

張
し
て
来
た
。
こ
の
訴
訟
の
弁
論
に
於
て
、
イ
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
準
拠
法
と
な
り
得
ベ
き
法
と
し
て
次
の
三
つ
を
挙
げ
て
い
る
。

( 

ー
) 

遺
言
書
作
成
地
で
あ
り
、
且
つ
、
遺
言
者
の
最
後
の
住
所
地
で
あ
る
ア
イ

l
ナ
の
法

( 

ー
) 

遺
言
者
の
ポ
リ
ス

(
本
国
)
で
あ
る
シ
フ
ォ
ノ
ス
の
法

( 

一一一、、ー〆

推
定
相
続
人
(
原
告
の
ポ
リ
ス
)
(
本
国
)
法

こ
こ
で
、
法
の
選
択
が
行
な
わ
れ
た
か
ど
う
か
は
必
、
ず
し
も
明
ら
か
と
は
言
え
な
い
が
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
イ
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
こ

の
三
つ
の
法
の
内
容
が
一
致
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
事
に
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
『
ギ
リ
シ
ャ
万
民
法
』
形
成
の
可
能
性
が
証
明
さ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。

あ養
るに
と関
言す
っる
て法
良律

官

去、。
ν、

ま
た
、
デ
ル
フ
ォ
イ
に
捨
て
一
九
三
七
年
に
発
見
さ
れ
た
、
紀
元
前
回
世
紀
の
も
の
と
思
わ
れ
る
碑
文

(9)
に
記
さ
れ
た
「
両
親
の
扶

MSHふ

e胃
)
は
、
明
ら
か
に
ソ
ロ
ン
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
た
ア
テ
ナ
イ
の
法
の
影
響
下
に

=唱
の昔、
...' 
品

-e刷、

(
1
)

円
、
何
者
〉
円
。
一
。
℃

anx--u・お
ω

(
2
)
ε
口同
M

O

M

4

国
沼
〉
〉
閉
門
司
『
吋
。
J

「
ロ
k
F阿川〉
H
J
M
ν
k
r
@
国
Z
3
・'ロ
m
H
5
0凹
仲
町
附
口
市

1
・
虫
色
仏
。
回
、
角
川
吋
国
内

-i目的
J
け
目
。
山
田
口
。

c
g
凶
凶
u
n
〈

wnoDq巾

FmmHユ
円
吉
田
・
同
，
S円
丹
市

m
g宮
山
市
片
片
吋
釦
仏
三
仲
間
M
M
W

刊の
m
m
Z問、
H
J
H
U
Z
W
H
}
-
Hゆ
印

(

3

)

R

。山
V

N

h

即
抽
町
民

q

h
芝

山

v
h
h
刊
で

O

N

Q

刷、叶
O

W

官
邸
、
o

h

て
向
て
も
h
H
h
H
h
h
郎
刷
、
o
h

r

h

持
。
も
h
M
R
h
V
輔

、

向
h
M
h
h
V
H

二ョ

古
典
古
代
に
珍
け
る
法
の
紙
触
に
就
て

向
付
円
『
町
刷
、

M
R
Q
h
 

叫
Cf 

ぬ
ゼ
ベ
O

島
N
H
R
Q
h
c
t

H
円
向
、
h

〉

叶
F
M
刷、

四
五



四
六

(
4
)
E
K
F弓
閉
山
間
斗
同
開
。
M
J
目的。門司同件巾一】)目的円。己
H
d
L
-
F
g
M
g
m山
由
主

-
2
可国内凶口洋

UMW吋
宮
〉
、
H，EH何
Cmw仲
切
河
由
民

O
H
A
P
N
o
m
p
W
E
E
-
H
)・2

(
5
)

こ
の
弁
論
に
就
て
は
、
宮
〉
自
己
〉
芭
∞
一

ty向
m-gm布団

p
gロ3

・
5ω
少同)・日
3
2
2
-
4・

(
6
)

の・冨-一一

zocnm-
℃
-E

(
7
)

ぷ
g
w
b
u
芯
ミ
q
音
色
o
e
h
F
さ
h
v
gモ
b
t
b
号、
w
g
z
s
x
h
h
E
H
g
q
z
e
ミ
5
2
q
E
h
詰も
N
S
申
告
身
、
ミ
o
q
¥
吉
宮
、

b
M
hも
ぜ

NEモ
ぷ

か

で

ぜ

か

叶

却

で

A
P
R
S
H
M
3
E詰
LFhMHPで
・
ぷ
品
目
円

wub
言、
.
Q
r・0
N
qgN
q
RHH
d
ph
急
HHSぎ
-hMsfzon---

(
8
)
F
H
W巧
〉
円
。
一
。
HU・門戸
wHybN'bω

(9)

こ
の
碑
文
に
就
て
は
、

zm〉叶一
m
m
M
4
-
m
r
B
F
S
U
m
-巾
g
n日
開

E
巾
W
E
B
-
H
y
m
N
2
2戸
参
照
。

(
叩
)
「
神
の
御
名
に
よ
り
。
ポ
リ
ス
は
、
民
会
に
診
て
三
五
三
票
の
賛
成
を
得
て
『
両
親
の
扶
養
に
関
す
る
法
律
』
を
碑
文
に
刻
せ
し
め
る
事

を
定
め
た
。
(
以
下
参
事
会
員
氏
名
が
続
く
o
)

誰
か
が
、
父
又
は
母
の
生
計
を
維
持
せ
ず
、
そ
れ
に
よ
り
参
事
会
に
告
発
さ
れ
た
と
き
は
、
参

事
会
は
、
罪
人
を
鎖
で
縛
め
・
・
・
・
(
こ
の
部
分
欠
落
)
・
・
・
・
に
至
る
ま
で
牢
獄
に
拘
束
す
る
よ
(
戸
初
当
〉
巳
)
一
。
℃
-
n
F
L
Yお
い
)

(
日
)
円
切
巧
〉
}
ト
ロ
一
。
℃
・
円
伊
丹
-LyhFNω

i¥ 

古
代
ギ
リ
シ
ャ
法
に
於
け
る
条
約
の
役
割

『
ギ
リ
シ
ャ
万
民
法
』
の
形
成
に
別
の
方
面
か
ら
役
立
っ
た
も
の
と
し
て
、
条
約
が
挙
げ
ら
れ
る
。

t
q
f
k凶。
LZuw
乃
至
念
。
‘
雲
、
。
hnhww
の

名
で
呼
ば
れ
、
ぞ
の
大
部
分
が
碑
文
に
刻
さ
れ
た
こ
れ
等
の
条
約
は
、
締
約
国
で
あ
る
ニ
つ
の
ポ
リ
ス
の
市
民
の
間
の
訴
訟
に
関
す
る
事

項
を
規
制
し
た
も
の
だ
が
、
単
に
裁
判
所
の
構
成
や
訴
訟
手
続
に
関
す
る
事
項
を
規
制
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
時
に
は
、
裁
判
所
が

適
用
す
べ
き
実
質
法
ま
で
も
定
め
て
い
る
事
が
あ
っ
た
。

先
ず
、
市
民
間
の
訴
訟
に
関
す
る
条
約
と
し
て
は
、
所
謂
『
不
可
侵

(QqehhQ)
条
約
』
が
あ
る
。
こ
の
条
約
は
、
締
約
国
の
市
民
を

暴
力
行
為
乃
至
自
力
救
済
か
ら
保
護
す
る

(
外
国
人
は
、

そ
の
た
め
に
設
置
さ
れ
た
特
別
の
当
局
に
苦
情
を
申
立
て
、
奪
わ
れ
た
財
産
の



返
還
を
請
求
す
る
事
が
出
来
る
。
)
た
め
の
も
の
で
、
当
然
に
、
法
廷
地
法
が
適
用
さ
れ
斜
。

次
に
、
裁
判
管
轄
権
の
み
を
定
め
た
条
約
に
は
、
既
に
「
原
告
は
、
被
告
の
裁
判
籍
に
追
随
す
る
よ

(
R
R
Z
2
2
g言旧三。
E
B
Z
F
3
)

の
原
則
が
登
場
し
て
お
り
、
こ
の
場
合
、
外
国
人
が
出
訴
し
た
裁
判
所
で
は
、
勿
論
、
法
廷
地
法
が
適
用
さ
れ
お
。

最
後
に
、
裁
判
所
が
適
用
す
べ
き
実
質
法
ま
で
も
定
め
て
い
る
条
約
に
就
て
は
、

そ
の
定
め
方
は
、
二
つ
に
分
か
れ
る
。

( 

一、-'

そ
の
条
約
自
身
が
適
用
す
べ
き
実
質
規
定
を
定
め
る
シ
ス
テ
ム

，同町、

一一、.〆

当
該
の
条
約
は
、
自
ら
実
質
規
定
を
定
め
ず
、
単
に
抵
触
規
則
の
み
を
定
め
る
シ
ス
テ
ム

前
者
の
例
と
し
て
は
、
先
ず
、
手
続
法
の
他
に
実
質
法
も
定
め
た
条
約
と
し
て
は
、
紀
元
前
三
世
紀
に
ミ
レ
ト
ス
と
ク
レ
タ
島
の
各
ポ

リ
ス
と
の
聞
に
結
ぼ
れ
た
一
連
の
条
約
が
あ
る
。

一
の
締
約
国
に
訟
で
誘
拐
さ
れ
、
他
の
締
約
国
に
売
り
飛
ば
さ
れ
た
自
由
人
・
奴
隷
の
身
柄
の
返
還
に
つ
い
て
定

こ
れ
等
の
条
約
は
、

め
た
も
の
だ
が
、
身
代
金
に
関
す
る
問
題
に
就
て
は
、
条
約
自
身
に
規
定
が
あ
る
。
例
え
ば
ミ
レ
ト
ス
と
ゴ
ル
チ
ュ
ン
と
の
聞
に
締
結
さ

れ
た
条
約
で
は
、
買
主
は
、
相
手
方
に
対
し
て
、
売
主
(
そ
の
者
が
、

の
名
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、

一
の
締
約
国
に
居
住
し
て
い
る
と
信
ず
る
に
足
る
立
証
が
必
要
)

そ
の
支
払
つ
た
代
金
の
返
還
を
請
求
す
る
事
が
出
来
な
か
っ
一
む
。

所
で
、
こ
の
訴
訟
を
審
理
す
る
に
当
っ
て
、
裁
判
所
は
、
多
く
の
前
提
問
題
を
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
奴
隷
と
し
て
売
却
さ
れ

た
市
民
は
、
真
に
自
由
人
で
あ
っ
た
か
。
彼
は
、
真
実
、
ミ
レ
ト
ス
の
市
民
か
。
身
柄
を
返
還
さ
れ
た
者
は
、
実
際
に
奴
隷
で
あ
っ
た
か
。

若
し
そ
う
な
ら
ば
、
原
告
が
そ
の
所
有
者
で
あ
っ
た
か
。
こ
の
様
な
問
題
の
解
決
に
迄
、
法
廷
地
法
が
適
用
さ
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

こ
の
場
合
に
は
、
矢
張
り
、
彼
が
自
由
人
と
し
て
生
れ
、
或
い
は
奴
隷
と
し
て
生
き
た
ポ
リ
ス
の
法
が
適
用
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

更
に
、
レ
ヴ
ア
ル
ト
の
挙
げ
る
例
と
し
て
は
紀
元
前
回
世
紀
末
の
碑
文
に
刻
さ
れ
た
、
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ノ
ス
王
が
中
央
ア
ジ
ア
の
ギ
リ
シ
ャ

古
典
古
代
に
珍
砂
る
法
の
紙
触
に
就
て

四
七



四
/i、

植
民
都
市
テ
オ
ス
に
当
て
た
書
簡
が
あ
る
。

ア
ン
テ
ィ
ゴ
ノ
ス
王
の
圧
力
の
下
に
、
中
央
ア
ジ
ア
の
ギ
リ
シ
ャ
植
民
都
市
レ
ベ
ド
ス
の
住
民
は
、
そ
の
祖
国
を
去
っ
て
、
テ
オ
ス
に

移
住
す
る
こ
と
を
余
犠
な
く
さ
れ
た
。
即
ち
、
王
は
、

そ
れ
ま
で
は
そ
れ
ぞ
れ
に
独
立
し
て
い
た
二
つ
の
ポ
リ
ス
を
テ
オ
ス
に
統
合
す
る

事
を
望
ん
だ
の
で
あ
る
。

そ
の
『
融
合
』

(35shqhkmwq)
を
達
す
る
た
め
の
方
策
と
し
て
、
王
は
、
二
つ
の
ポ
リ
ス
の
法
が
統
一
さ
れ
る
ま
で
、

市
民
と
テ
オ
ス
の
市
民
と
の
訴
訟
に
訟
で
は
、
隣
接
す
る
都
市
国
家
コ
ス
の
法
を
一
時
的
に
適
用
す
る
事
を
命
じ
た
。

レ
ベ
ド
ス
の

次
に
後
者
の
例
と
し
て
は
、
ペ
ル
ガ
モ
ン
で
発
見
さ
れ
た
紀
元
前
一
世
紀
初
頭
の
碑
文
で
断
片
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
サ
ル
デ
ス
と
エ

フ
ェ
ソ
ス
と
の
間
の
和
親
条
約
百

mW2gu-E再
開
u
z
a
s
a
ω
問
a
s。
印
)
が
あ
る
。

こ
の
条
約
は
、
国
際
公
法
、
国
際
私
法
の
双
方
に
関
す
る
も
の
だ
が
、
問
題
を
私
法
上
の
法
律
関
係
に
限
定
す
れ
ば
、
専
ら
不
法
行
為

に
関
す
る
事
項
が
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。
即
ち
、

エ
ブ
ェ
ソ
ス
人
と
サ
ル
デ
ス
人
と
の
関
で
不
法
行
為
に
関
す
る
訴
訟
が
起
さ
れ
た
と
き

に
は
、
加
害
者
の
ポ
リ
ス
の
裁
判
所
が
、
そ
の
ポ
リ
ス
の
法
に
従
っ
て
、
裁
判
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
目
。
加
害
者
が
サ
ル
デ
ス
で
も
エ
フ
エ

ソ
ス
で
も
な
い
他
の
ポ
リ
ス
の
市
民
で
あ
る
と
き
は
、
若
し
、

そ
の
ポ
リ
ス
と
の
間
に
条
約
が
存
す
る
と
き
は
、

そ
れ
に
よ
り
、

そ
の
様

な
条
約
が
存
し
な
い
と
き
は
、
彼
が
逮
捕
さ
れ
た
地
の
法
に
よ
る
。
即
ち
、
こ
の
場
合
に
は
既
に
所
謂
『
不
法
行
為
地
法
の
原
則
』
が
採

用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

(
1
)

こ
れ
等
の
条
約
に
就
て
は
出
弓
N
H
C

ペ
メ
再
開
吋
ぽ
岳
山
田

n
Z
ω
g
a∞4
R可
間
関
巾
答
魚
河
R
Y仲間宮町民、
J
E
S
及
び
毘
一

E
U
R
句・日巾
nvuny巾

司
巾
S
仏
巾
ロ
胃
。

Ng∞
g
F
W宮内同

2
5
5
5
z
n耳目洋
g
p
E巾J
N
・ω・ω・∞仏
-
N

∞wmog-
〉
宮

ω・
呂
町
民
・
参
照
。
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2
)
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五。

で
は
な
く
、
単
に
『
法
に
従
っ
て
』
裁
判
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

そ
と
で
、
こ
の
場
合
の
「
法
』

と
は
何
か
が
問
題
に
な
る
。

一
般
的
な
傾
向
と
し
て
、
こ
の
様
な
場
合
に
、
裁
判
所
が
『
法
廷
地
法
』

の
適
用
に
向
か
う
の
は
当
然
の
事
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ

の
点
は
少
し
も
怪
し
む
に
足
り
な
い
。
何
故
か
と
言
え
ば
、
既
に
述
べ
た
如
く
、
各
ポ
リ
ス
の
法
は
本
質
的
に
同
一
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら

「
ギ
リ
シ
ャ
万
民
法
』
が
確
立
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

例
え
ば
、
ギ
リ
シ
ャ
の
ポ
リ
ス
で
は
、
屡
々
、
『
外
国
裁
判
官
の
借
用
』
(
目
白
え

g
m
g∞d
系
三
官
円
同
庁
宮
司
N
再
開
異
聞
の

Y055m

g
Eロ
a
R
F
2
ω
片
耳
目
巴
ぬ
W
O伊
丹

B)と
云
う
事
、
が
行
な
わ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

即
ち
、
裁
判
所
の
事
務
が
輯
鞍
し
て
著
し
く
負
担
過
重
と
な
っ
た
と
き
や
、
自
国
の
裁
判
所
の
公
正
が
疑
わ
れ
る
と
き
に
は
、
同
盟
都

市
国
家
に
対
し
て
、
裁
判
官
の
填
補
を
要
請
し
た
の
で
あ
る
。

k
q
m
W
2
E
U
3
-
。h

)

の
所
在
は
多
く
の
文
書
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
て
い
る
。

問
題
と
な
る
の
は
、
こ
れ
等
他
の
ポ
リ
ス
か
ら
派
遣
さ
れ
て
来
た
判
事
が
、
当
該
の
訴
訟
に
訟
で
、
何
れ
の
ポ
リ
ス
の
法
を
適
用
し
た

か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
恐
ら
く
は
、
こ
の
場
合
に
『
法
廷
地
法
』
が
適
用
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
メ
ガ
ラ
の
判
事
は
、
オ

ル
コ
メ
ノ
ス
に
捨
て
は
、
オ
ル
コ
メ
ノ
ス
の
法
に
従
っ
て
裁
判
し
プ
リ
エ
ネ
の
判
事
は
、
ラ
オ
デ
ィ
ケ
イ
ア
に
捨
て
は
、
ラ
オ
デ
ィ
ケ
イ

ア
の
法
に
従
う
と
云
う
具
合
に
。

こ
の
様
な
特
別
裁
判
所

(AVEqS恥

そ
し
て
、

そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
が
、
正
に
、
各
ポ
リ
ス
の
法
の
本
質
的
同
一
性
と
『
、
ギ
リ
シ
ャ
万
民
法
』
の
確
立
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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五

。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
法
に
於
け
る
抵
触
規
則
の
役
割

勿
論
、
「
ギ
リ
シ
ャ
万
民
法
』
の
存
在
が
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
法
に
齢
け
る
紙
触
規
則
の
必
要
性
を
完
全
に
否
定
し
得
た
と
は
言
い
難
い
。

縦
令
そ
の
基
本
原
理
に
診
て
は
同
一
で
あ
る
に
し
て
も
、
個
々
の
点
で
は
、
矢
張
り
各
ポ
リ
ス
の
法
は
、
微
妙
に
異
な
っ
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。

そ
の
様
な
抵
触
規
則
の
内
容
を
確
定
す
る
事
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。

我
々
に
言
い
得
る
事
は
、
精
々
、
他
の
ポ
リ
ス
に
属
す
る
『
外
国
居
留
民
』
に
対
し
、
少
な
く
と
も
財
産
関
係
に
関
し
て
、
住
所
地
の

ポ
リ
ス
の
法
が
適
用
さ
れ
た
と
言
う
事
で
あ
り
、
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
が
古
代
ギ
リ
シ
ャ
法
の
本
質
的
同
一
性
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

に
就
て
、
次
の
様
に
結
論
す
る
。

た
だ
、
資
料
の
不
足
の
故
に
、

か
く
て
、

レ
ヴ
ア
ル
ト
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
法
に
胎
け
る
『
法
の
抵
触
』

，帽、、

一、・.;

古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
於
て
は
、
裁
判
所
は
、
自
国
法
以
外
の
法
で
も
そ
の
適
用
を
拒
否
す
る
事
は
な
か
っ
た
か
ら
、
そ
の
意
味
で
は
、

抵
触
法
上
の
問
題
が
生
じ
得
た
事
に
な
る
。

( 

一一、相_，

各
ポ
リ
ス
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
市
民
間
に
生
起
す
る
私
法
上
の
紛
争
(
特
に
商
事
及
び
不
法
行
為
に
関
す
る
紛
争
)
を
解
決
す
る
捗

外
訴
訟
手
続
を
規
制
す
る
た
め
に
、
現
代
の
諸
国
家
が
し
て
い
る
様
な
条
約
を
締
結
し
た
。
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1
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戸
何
者
〉
F
U

一。℃
-
n
F・O
-
A
F
M
品
ム
当

(
2
)
戸
別
当
〉
F
U

一OHM-n日
?
"
回
以

-b斗

(3)

ア
テ
ナ
イ
の
『
外
国
居
留
民
』
に
関
し

4
5
E
5
2
a』宮
SFEzoom月
d
巾
虫
色

E
a
R
冨
2
8吉田
J
H
F
F
5
2
Q岳
・
宗
門

n
H
S回
目
的

n
v
m
苫
忌

cum-s・
}
内
凶
戸
H

∞∞戸

ω・M
M叶

こ
の
点
は
、
ポ
リ
ス
独
立
時
代
の
デ
ロ
ス
の
碑
文
に
よ
り
明
ら
か
で
、
当
時
既
に
、
外
人
問
題
が
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
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CH・
朗
自
)

更
に
、
一
九
三
六
年
に
発
表
さ
れ
た
、
紀
元
前
ニ
世
紀
の
碑
文
は
、
ア
イ
ト
リ
ア
の
ポ
リ
ス
・
テ
ス
テ
ィ
ア
で
も
、
同
一
の
現
象
が
見
ら
れ

た
事
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
訪
日
、
押
さ
巾
4
。
ロ
切
O
F
F
〉
一
同
同
町
同
諸
島
市
内
件
。
仏

g
o
a
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円
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v
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(
5
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グ
ロ

l
ツ
は
、
こ
れ
を
『
真
の
国
際
私
法
条
約
』

(4mユ
g
g巾
可
包
広
仏
巾
弘
司
O体

S
S
E
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W件目。ロ
mw
ご
E
4
m
)
と
言
っ
て
い
る
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g
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第
三
節

ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
時
代

「
真
の
意
味
に
於
け
る
』
法
の
抵
触
の
発
生

前
節
に
述
べ
た
様
な
各
ポ
リ
ス
の
法
相
互
間
の
相
近
似
し
た
『
法
の
抵
触
』
と
は
異
な
り
、
ギ
リ
シ
ャ
法
が
「
真
の
意
味
に
除
け
る
』

法
の
抵
触
に
直
面
し
た
の
は
、
そ
れ
が
非
ギ
リ
シ
ャ
法
(
彼
等
の
表
現
に
従
え
ば
『
蛮
族
法
』
)
と
衝
突
す
る
に
至
っ
た
と
き
即
ち
ヘ
レ
ニ

ズ
ム
の
時
代
で
あ
る
。

然
ら
ば
、
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
朝
時
代
の
エ
ヂ
プ
ト
に
、
法
の
抵
触
に
関
す
る
問
題
は
生
じ
得
た
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
豊
鶴
の
故
に
、
先
ず
、
ペ
ル
シ
ア
人
に
、
次
い
で
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
玉
に
征
服
さ
れ
た
、
こ
の
時
代
の
エ
ヂ
プ
ト
は
、
更
に
、

外
国
人
に
対
し
て
甚
だ
寛
容
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
民
族
構
成
も
極
め
て
複
雑
で
あ
っ
問
。
伝
統
的
な
文
化
を
継
承
し
た
土
着
の
エ
ヂ
プ

古
典
古
代
に
妙
砂
る
法
の
紙
触
に
就
て

五



五
回

ト
人

(
g
n
V
2巳
)
の
他
に
、
ギ
リ
シ
ャ
人
、
シ
リ
ァ
人
、
フ
ェ
ニ
キ
ァ
人
、
ペ
ル
シ
ア
人
、
ユ
ダ
ヤ
人
な
ど
が
居
り
、
そ
の
中
で
は
ギ
リ
シ
ャ

人
が
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
た
。

(
自
己
の
ポ
リ
ス
と
絶
縁
し
て
移
民
し
て
来
た
)
、
ギ
リ
シ
ャ
人
と
の
聞
に
は
何
の
区
別
も
な
く
、
同
一

の
言
語
習
慣
を
維
持
し
て
、
優
越
意
識
の
下
に
団
結
し
て
い
た
が
彼
等
の
財
産
を
保
障
し
て
呉
れ
る
ラ
ゴ
ス
王
国
に
は
忠
誠
を
誓
い
、
プ

ト
レ
マ
イ
オ
ス
朝
初
期
の
諸
王
も
政
治
的
・
軍
事
的
な
理
由
か
ら
彼
等
を
保
護
し
た
。

こ
の
場
合
、

マ
ケ
ド
ニ
ァ
人
と

エ
ヂ
プ
ト
の
古
都
メ
ム
ア
イ
ス
に
は
、
、
ギ
リ
シ
ャ
人
街
が
あ
り
、
サ
イ
ス
時
代
(
第
二
六
王
朝
)
以
来
の
、
ギ
リ
シ
ャ
植
民
都
市
ナ
ウ
ク

ラ
テ
ィ
ス
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
、
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
一
世
の
時
代
に
建
設
さ
れ
た
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
の
三
都
市
が
、

る
ギ
リ
シ
ャ
の
飛
地
を
構
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

エ
ヂ
プ
ト
に
松
け

こ
れ
等
の
諸
都
市
は
、
ポ
リ
ス
の
伝
統
に
従
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
が
、
王
の
知
事
の
監
督
に
服
し
、

察
権
も
通
貨
発
行
権
も
な
か
っ
た
。

そ
の
自
治
権
は
限
定
さ
れ
、
警

こ
の
様
な
民
族
的
雑
居
状
態
の
下
に
捨
て
、
土
着
民
と
外
国
人
と
に
共
通
の
私
法
が
存
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
朝
の
諸
王
は
、
各
民
族
の
法
を
尊
重
し
て
、
統
一
法
を
作
る
事
に
全
く
関
心
を
示
さ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
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受
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法
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に
留
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。
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シ
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で
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る
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め
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い
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も
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に
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ダ
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が
あ
る
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代
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述
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(
お
)
前
記
(
げ
)
に
引
用
し
た
事
件
に
診
て
、
被
告
は
の
法
』
(
匂
E
苦
h
f
h
E
司
副
長
)
、
「
ギ
リ
シ
ャ
諸
都
市
の
法
』
(
出
向
。
ど
同
1
2
0
w

芯
b
o
h
)
、

こ
れ
等
の
実
定
法
が
な
い
と
き
は
、
「
条
理
』
に
従
っ
て
裁
判
す
べ
き
旨
の
『
王
の
法
』
を
援
用
し
て
い
る
。
(
戸
何
者
〉
戸
口
一
O同
}

町

内

即

時

-
w
H
V

・色町)

(
M
)

の〉
C
C
E
邑
叶
一
。
℃
-
n
F
F
u
き
い
叶
m-
℃-
N
品
∞
(
こ
れ
等
は
、
主
と
し
て
、
行
政
、
財
政
、
裁
判
所
の
組
織
、
公
証
人
、
法
律
関
係
文
書
及
び

そ
の
登
録
な
ど
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
)

そ
の
数
少
な
い
一
例
と
し
て
、
レ
ヴ
ア
ル
ト
は
、
次
の
様
な
文
書
を
挙
げ
て
い
る

o
p何
者
〉
F
U
一
。
匂
・
門
戸
・
℃
ム
ω
品
)
そ
れ
は
、
一
九
四

O
年
に

公
刊
さ
れ
た
パ
ピ
ル
ス
(
司
副
℃
・
。
。
H・
H〈
N
8
0
ロ
ロ
ロ
。
∞
ω
一
口
同
・
問
。
印
、
吋
{
)
〈
寸
N
E
4
J
C℃
・
門
戸
・
戸

U
-
H
N
g
h
E
唱℃ド

sqw
ロ
o
g
N
H
H

d
弓

H
F
n
E
ω
Z
一〉円
nv・同
-HM阻
む

-
H
P
H
2
2
2守
・
)
だ
が
、
王
に
宛
て
た
申
立
に
診
て
、
申
立
人
は
、
私
的
貸
借
の
利
率
を
定
め
た
王
令
(
紀
元
前

一
世
紀
に
効
力
を
有
し
た
ブ
ィ
ラ
一
ア
ル
プ
ス
の
王
令
)
を
援
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
お
)
戸
何
者
〉
巳
)
一
。
℃
-nF-
℃・岱吋

法
の
多
様
性
と
そ
の
選
択
に
裁
判
所
の
果
た
し
た
役
割

右
に
述
べ
た
様
に
各
種
族
が
そ
れ
ぞ
れ
に
圏
有
の
法
を
有
し
た
と
云
う
事
は
、
必
ず
し
も
、
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
朝
の
エ
ヂ
プ
ト
に
拾
て

所
謂
「
属
人
法
(
種
族
法
)
主
義
)
』
が
行
な
わ
れ
た
事
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
様
な
原
則
が
エ
ヂ
プ
ト
に
存
し
た
と
す
る
如

何
な
る
根
拠
も
な
く
、
そ
の
者
の
属
す
る
種
族
の
確
認
の
問
題
で
重
大
な
実
際
上
の
困
難
に
直
面
す
る
事
は
明
白
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
場
合
に
、
適
用
す
べ
き
法
を
定
め
る
の
は
、
事
件
が
係
属
し
た
裁
判
所
の
性
質
如
何
(
ギ
リ
シ
ャ
人
の
裁
判
所
か
、

ヂ
プ
ト
人
の
裁
判
所
か
。
)
で
あ
り
、
裁
判
所
は
、
自
己
が
知
っ
て
い
る
法
を
適
用
す
る
事
に
な
る
。
(
法
廷
地
法
適
用
の
原
則
)

換
言
す
れ
ば
(
現
代
風
の
言
い
方
を
す
れ
ば
)
、
準
拠
法
の
決
定
は
、
裁
判
管
轄
権
の
配
分
の
問
題
に
転
換
さ
れ
る
訳
で
あ
る

コ二

裁
判
所
の
管
轄
は
、
文
書
の
方
式
に
よ
り
定
ま
り
、
文
書
の
方
式
は
、
そ
の
作
成
者
に
係
る
。
こ
れ
を
一
一
一
=
同
に
し
て
言
え
ば
、
当
該
の

古
典
古
代
に
診
け
る
法
の
抵
触
に
就
て

ーふv・ノ、



....... 
ノ、

文
書
に
使
用
さ
れ
た
言
語
が
(
そ
の
作
成
者
を
推
定
せ
し
め
る
が
故
に
)
)
管
轄
裁
判
所
を
決
定
は
、
そ
の
結
果
と
し
て
準
拠
法
を
指
定
す

る
事
に
な
る
訳
杭
そ
れ
故
、
ギ
リ
シ
ャ
人
と
エ
ジ
プ
ト
人
と
の
聞
の
訴
訟
が
何
れ
の
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す
る
か
と
云
う
問
題
は
生
じ
得

な
い
事
に
な
る
。

{

8

)

(

9

)

 

こ
の
点
に
関
し
レ
ヴ
ア
ル
ト
は
、
次
の
様
な
パ
ピ
ル
ス
を
引
用
し
て
い
る

「
ギ
リ
シ
ャ
人
に
よ
っ
て
訴
え
ら
れ
た
エ
ヂ
プ
ト
入
、

エ
ヂ
プ
ト
人
に
よ
っ
て
訴
え
ら
れ
た
ギ
リ
シ
ャ
入
、

エ
ヂ
プ
ト
人
に
よ
っ
て
訴

え
ら
れ
た
エ
ヂ
プ
ト
人
の
各
場
合
に
就
て
、
耕
作
者
、
王
の
所
有
地
、
国
家
の
た
め
に
勤
務
す
る
者
、
国
庫
関
係
者
を
除
き
、
次
の
様
に

定
め
る
。

「
ギ
リ
シ
ャ
人
と
ギ
リ
シ
ャ
語
で
契
約
し
た
エ
ヂ
プ
ト
人
は
、

ク
レ
マ
テ
ィ
ス
テ
ス
の
裁
判
所
に
訴
え
又
は
訴
え
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

し
か
し
、

(
エ
ヂ
プ
ト
人
と
)
エ
ヂ
プ
ト
語
で
契
約
し
た
ギ
リ
シ
ャ
人
は
、
ラ
オ
ク
リ
テ
ス
の
裁
判
所
に
訴
え
又
は
訴
え
ら
れ
、

エ
ヂ
プ
ト

法
に
よ
り
裁
か
れ
る
も
の
と
す
る
。

エ
ヂ
プ
ト
人
の
エ
ヂ
プ
ト
人
に
対
す
る
訴
が
、

ク
レ
マ
テ
ィ
ス
テ
ス
の
裁
判
所
に
係
属
し
た
と
き
は
、
同
裁
判
所
は
、
自
判
す
べ
き
で

は
な
く
、

エ
ヂ
プ
ト
法
に
よ
り
裁
か
せ
る
た
め
に
、
ラ
オ
ク
リ
テ
ス
の
裁
判
所
に
委
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
(
意
訳
)

(1)

の
krcugh刷、同一。
HV-n伊丹・・ロ。・
H吋
A
Y

匂
・
誌
タ

gu内
仲
巾
包
ロ
。
Z
H
司
河
町
山
〉

CM内二
MHV-n-r
。・

Mg-
ロ
。
広
品

(2)

こ
の
時
代
の
裁
判
所
組
織
に
就
て
は
、
巧
。
日
司

1
0
B
T白色
N

当

2
8
仏

2
3
0
-
B常円
J
S
S
及
び
冨
。
U
M
N
N
E
偶
者
∞
百
三
N
z
g

p往
N
4
5曲

g
仏

B
E
o
-
g常吋
JNωω
・
呂

8
・
ω
・ぉ
l

品
∞
参
照
。

複
雑
な
民
族
構
成
(
ギ
リ
シ
ャ
人

i
エ
ジ
プ
ト
人
)
の
故
に
、
こ
の
時
代
の
裁
判
所
も
、
必
然
的
に
複
雑
な
構
成
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
。
紀
元
前
二
七

O
年
頃
、
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
二
世
は
、
王
令
(
九
R
H
Q

吾
郎
主
主
に
よ
っ
て
王
の
裁
判
所
を
設
置
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

エ
ヂ
プ
ト
人
の
た
め
の
民
事
裁
判
所
は
、
ラ
オ
ク
リ
テ
ス
(
民
衆
裁
判
所
i
g
o
nユ
宮
田
)
と
呼
ば
れ
、
非
エ
ヂ
プ
ト
人
の
た
め
の
民
事
裁
判
所



は
、
デ
ィ
カ
ス
テ

i
ル
(
俊
民
Q
q
d
司
守
)
と
呼
ば
れ
た
。
ま
た
、
王
は
、
自
ら
文
は
そ
の
代
官
(
口
げ
司
mgmw片
山
田
芯
加
)
に
よ
り
何
人
に
対
し
て
も
そ

の
裁
判
権
を
行
使
す
る
事
が
出
来
た
。
そ
の
後
、
デ
イ
カ
ス
テ
ー
ル
は
廃
止
さ
れ
て
、
ク
レ
マ
テ
ィ
ス
テ
ス
が
、
、
ギ
リ
シ
ャ
法
を
適
用
す
る
裁

判
所
と
な
っ
た
。
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レ
ヴ
ア
ル
ト
に
従
え
ば
、
当
事
者
は
、
ギ
リ
シ
ャ
人
の
公
証
人
に
依
頼
す
る
事
に
よ
り
、
ギ
リ
シ
ャ
語
の
文
書
を
、
エ
ヂ
プ
ト
人
の
公
証

人
に
依
頼
す
る
事
に
よ
っ
て
デ
モ
テ
ィ
ッ
ク
語
の
文
書
を
作
成
さ
せ
る
事
が
出
来
る
の
だ
か
ら
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
当
事
者
の
意
志
が
裁
判
所

の
管
轄
、
従
っ
て
準
拠
法
を
決
定
し
得
た
事
に
な
る
。
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四

古
代
法
に
於
け
る
紙
触
問
題
の
総
括

ギ
リ
シ
ャ
法
を
中
心
と
す
る
古
代
法
を
、
外
人
法
乃
至
抵
触
法
の
側
面
か
ら
検
討
し
て
来
た
結
果
、

そ
こ
で
は
、
勿
論
、
未
だ
国
際
私

古
典
古
代
に
於
け
る
法
の
抵
触
に
就
て

ム

/、



ノ、

四

法
が
学
問
と
し
て
成
立
し
て
は
い
な
い
げ
れ
ど
も
、
実
際
上
の
問
題
の
解
決
に
よ
り
、
そ
の
誕
生
に
向
け
て
多
く
の
素
材
が
提
供
さ
れ
始

め
て
い
る
と
言
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
素
材
が
き
ち
ん
と
組
み
立
て
ら
れ
、

一
個
の
学
問
的
体
系
と
し
て
確
立
さ
れ
る
ま
で
に
は
、
更
に
ロ

l
マ
法
(
万
民
法
時
代
)
、

ブ

ラ
ン
ク
法
(
種
族
法
時
代
)
、
封
建
法
(
絶
対
的
属
地
主
義
の
時
代
)
を
経
由
し
て
十
四
世
紀
の
法
規
分
類
説
の
登
場
ま
で
待
た
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
れ
等
す
べ
て
の
要
素
が
、
あ
ち
こ
ち
に
ち
ら
り
ち
ら
り
と
顔
を
出
し
て
い
る
点
で
、
古
代
法
の
研
究
は
、
現
代

の
我
々
に
も
大
い
に
袴
益
す
る
点
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
は
、
筆
者
に
と
っ
て
、

そ
の
様
な
研
究
の
一
里
塚
と
な
る
も
の
で
あ
る
。


